
8本海中部地震の記録

昭和58年 (1983年） 5月26日発生

秋田市総務部庶務課
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I -地 震活 動の 概要

］．地震の状況

0本浜の状況

昭和58年 (1983年） 5月26日（木）午後12時00分08秒ごろぅ秋田県沖にマグ

ニチュード7.7、裳度 5の地腹が発生した．有感範囲は北海道、東北のほ

ぽ全域と関東、侶越、北陸地方の一部までに及んだ。

震源は日本海の秋田県能代市沖約100キロメートルの地点（北緯40'4'、

東経138° 9'）で、傑源の深さは約5キロメートルであった。漿源に近い

秋田市、青森県深補町、むつ市では震度5の強霰を記録した。

気象庁は、この地盤を「昭和58年日本海中部地鹿」と命名した。各地の

震度分布状況は、別図のとおりである。

0地筵計の記録

秋田地方気象台では強震計 {1倍）、直視式電磁地笈計 (100倍）、磁気

ープ記録式電磁地震計 (1000倍）が設罰され、地裳観測が行われている。

強震計観測記録（倍率 1倍）によると、午後12時00分18秒に初期微動が

始まり約16秒問続いたあと、強畏計の振り切れが記録されており、今回の

地震の揺れが大きかったことを物語っている。 （別図攀強震計の記録）

上・下動は約4分経過後には、ほぼ正常に戻ったが、水平動は10分以上

におよぴ継続した。 なお、 M7.7の地裳は、秋田地方気象台が観測を開始

して以来、初めての記録である．

0余歴の状況

本霞発生後の5月26日から7月26日までの、秋田地方気象台の観測記録に

よると、有感余震が44回（別表贄有感地媒の記録）、無感余震が271回発

生している。その内容は、爵度 5が1回（本震）、席度4が2回 (6月9日

21時49分、同日 22時04分）、震度 3が9回、震度 2が13回、鍔度 1が19回

となっている。
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秋田地方気象台の強霰計の記録

3 0 mm 
I I 

1分の長さ

（東西方向）初期微動波
振り切れている

ヽ

”·ぷ~ii.と=• 一と

（秋田地方気象台提供） ※最大制限振幅は南北動、東西動は 6cm 

上下動は 5C閥
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秋田地方気象台有感地店の記録

（昭和58年5月26日～7月26日）

月 日 時 分 筏度 月 日 時 分 霞度

1 5. 26 12. 00 5 23 6. 1 09. 59 1 

2 26 12. 22 1 24 1 16. 14 1 

3 26 12. 39 2. 25 3 17. 22 1 

4 26 12. 41 2 26 g 13. 37 3 

5 26 12. 46 1 27 ， 19. 23 I 3 

6 26 12. 54 2 28 g 21. 49 4 

7 26 12. 57 3 29 ， 22. 04 4 
← 
8 26 13. 01 1 30 ， 23. 41 1 

•…`”— ~ ~ ， 26 13. 21 1 31 10 16. 20 1 

10 26 14. 06 ,. 1 32 11 15. 15 2 

11 26 14. 45 1 33 19 07. 13 3 

12 26 15. 18 1 34 19 13. 36 2 

13 26 22. 35 2 35 21 15. 25 3 

14 26 23. 12 2 36 21 16. 14 1 

15 28 1 8. 14 1 37 23 05. 16 2 

16 29 01. 03 2 38 29 14. 12 1 
て9

17 29 01. l O 3 39 7. 2, 0 8. 3 2 1 
.. 9-- • I -

18 29 09. 28 1 4C 2 14. 32 3 

19 29 16. 15 1 41 22 21. 16 2 

20 30 07. 02 3 42 25 00. 36 1 

21 6. l 08. 19 3 43 25 15. 31 2 

22 1 08. 22 2 44 26 08. 17 2 

（秋fff地方気象台査料）
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2.地裳律波情報

地震発生後、仙台管区気象台は木市海岸線を含む津波予報区 5区に対し、

大tll被啓報を発令した。発令時刻は午後12時14分、幣報は午後12時20分テ

レビ放送によって放送された。本市が受けた第 1報は午後12時25分、秋田

霞話局から総務部庶務課に電話により伝達された。総務部庶務陳は午後12

時30分、秋田市消防本部に伝達した。

このルートとは別に秋田市梢防木部には午後12時28分、秋田地方気象台

から通報があった。

0泊波の情報

地嚢発生後間もなく日本海沿岸に津波が押し寄せた。秋田澤に津波第一

波が来襲した時刻は記録されていないが、青森県深浦町で午後12時07分に

第一波が観測されており、秋田港も同時刻と想定される。

秋田市消防本部が、沿岸住民から聴取した情報によると 12時22分～24分

に大きな津波が来襲した。海水が急激に引いてから約 1分後に白波を立て

た波が5回位押し寄せた。また、波の高さは、最高で4~5メートルに達し

たとの証言があった。

さらに、津波により雄物川河口で釣り船が転覆し、 2人が死亡したほか、

秋田池内に係留してあった原木が流れ出るなどの被害が出た。

3. これまでの主な地震

秋田沖でのこれまでの地震は、昭和14年の男鹿半島沖地展でマグニチュ

ード7.0を記録したのをはじめとし、昭和39年の男鹿半島沖地碇でマグニ

チュード6.9、昭和40年の男鹿北西沖地震でマグニチュード6.6などである。

国の地震予知連絡会は、昭和53年 8月に秋田県西部および山形県北西部

を「歴史時代にマグニチュード7.0の地箆が発生している。最近、地箆活

動が活発化しており、男鹿半島に北西上りの地盤傾動がみられる」との理

由により、特定観測地成に指定していた。さらに昭和57年 2月に同会では、

男鹿半島にこの10年間で4センチメートルに達する異幣隆起があると発表

している。本限における被害地席の発生状況は次のとおりである。
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會

＊囀にお19る禎害馳震の発生状況

’’’ 
年号 名地称又填は

霞 聞地 マグニ 死人者的I殷Ill宵者
住京殷宮

傭 考 n 
地点 北緯東経 チュード 全燎半壊全焼 度

I 釈
2 

天長1年 秋田城 這分西方 潤．3 140.I 1.4 15 lOO 
余

？ ？ 
？ 城郭｀官合四天

王寺芥転倒

850 
嘉祥3年 庄 内 ＂澗山 累．I 140.I 7. o 多数 ？ ？ ？ 

？ 国府の城慣、如

2 "｀” ＾ 酉 山 麓 観

857 
天安元年 比 内大館北方 40.3 140.3 1. o ？ ？ ？ ？ 

” ' 伝界院鵞合揺れ崩
3 4. 4 墳 -

1644 
寛永2"F＊ 荘木荘東方 甜．4 140.l 6. g ？ ？ 26 ? ？ 被冑歎は金浦分

4 l0. lB 

うち舵代死肴3OO
地

1694 
元鰈1年 龍 代能代東方 40.2 140.2 7. o ⑲4 ?．218 邸9

5 6. 19 住宋全壊{l2

"“ 
液宮数は椛代分

•9 

6 5.切
宝永元年 條 iし岩 館 40.4 uo.o 6, 9 58 ? 4妬 ？ 359 

． 

7 1804 

7. IO 
文化元年 象 潤道佐東方 39. o uo.o ?， 1 

うち床刃死者65
183 ？ 加，OOO ？ ？ 

住家全l9423
秋

8 !810 
9, ?5 

”7年 男 麗脇 本 3g.9 1⑲.9 6,6 57 ? ml8 400 ？ 

， 1833 
天保4年 佐誼羽前

鼠ケ関
胡．7 1団．2 ?．4 5 ? 4OO 

流失
棟波あり

四
12令 7 酉方 16 

1894 
明治27年 羽訂羽後

I!'! 田
碑．2 139.5 7.3 ？ ？ 

栢糾 親in土限戟1J1墜落

IO 10. Z2 西方沖 810 1548 l．碑

l8訊
II B. 31 

“切年 陸
秋田・岩

羽 手 票 境
39.3 H0.1 7.5 206 7暉 49ll7 闘四六郷地哀 6 

12 1914 
3. !5 

大正3年 残 甘大 沢 郷 羽會5 140.4 6. 4 94 314 640 575 3住家殻損1,232 6 

13 1914 
” 沼 鱈沼 館 39.3 140.9 5.8 数 I -

全培西木け
5 

3. 2ll 住家小破18

M 1939 
5. 1 

昭和14年 男庇 男爬半鯰 40. 0 139. 3 7.0 28 127 5茄 I細 9,iヽ沖波土絹21<• 5 

1955 
15 10. rn “碑 ニッ井 七 痙 山 A0. 3 uo. 2 5.1 2 - 住家綬！HI郎 5 

l6 lm  ”叩年
男開 男罷

40.3 J戚,.o 6, 9 1 4 -
提防決壌3、山崩5 4 

5鴻 1 半島沖 半島沖 れ波Im未隅

17 19&1 讚 斬
潟 祈潤県 潤．4,詞．2 1.5 5 30 13 M1 

れ波9Cよる穫水
4 

6. 16 粟 n 床.!:8床下l29

男 1l1! 免八!郎"'裂が絹22干0拓ユ提沈防下i叙 男糀
40.4 1綿．9 6、3 4 

18 12. II 
舟

北西沖 北西沖

lg 
19118 

9 43年 十 勝 沖 楳裳岬沖I 40.7 143.6 7, 9 2 - 戟In3 4 
5. l6 

勾
1970 

• 45年
秋 田 訊

東 成 瀬 39.2 !40.8 6.2 4 19 49 
戟in293 

3 
10. 16 隋 東 部 （災救法適用）

I 19花 ' ,,ヽ戟Inll捜

” ”53年 宮 城 沖 宮城沖 ⑲,6 142,5 6.8 3 
i.烈｝ 水道2ケ所

況
1978 

” “ “ 36.2 142.2 7.4 *設lillケl2所ケ2所ケ所履果辺m施防 4 
6. 12 ： 
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ー'~応急対策の概要

．
 

1.災害対策木部の設貯

5月26日午後12時00分18秒、マグニチュード7.7、霰度 5の激しい揺れが

市庁舎を襲った。庁舎内はちょうど昼の休憩時間に入ったばかりであり、

午前の仕事を終えた安堵（あんど）感がただよう各戦場は一瞬のうちに恐

怖と不安に一変した。当時高田痰次市長は、仙台市で開かれていた東北市

長会に出席しており不在であった．また、船山忠重第一助役は、前年友好

都市提携をした中蔀人民共和国の関州市を訪問中であった。さらに、柏谷

廉第二助役は病気のため入院療誇中であった。

n,I守を頂かる佐藤博之収入役と遠藤進総務部長は、この大きな揺れでは、

必ずや市内に大きな被害をもたらしているものと判断し＂午後 12時15分総

務部庶務課に対し庁内各部局長の招集を命じ、午後12時20分市役所 2階の

「会謙応接室」に災害対策本部を設置した。なお、災害対策本部の設罰と

同時に、全庁あげて市内の被害受付、被害状況の把握を開始した。秋田市

災害対策本部の構成と組織は次のとおりである，

秋田市災害対策本部の構成と組織

く本部長〉

高田原次（市 長）

＜副木部長＞

船山忠重（第一助役）

柏谷 廉（第二助役）

佐藤樽之（収入役）

く本部貝＞

遠 藤 進（総務部長）

長門伸一（企画調整部長）

船木緊雄（財政部艮）

柿綺節雄（市民生活部長）
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川井義男（福祉部長）

中川昭一（環培保全部長）

田村君夫（産業部長）

大麻昭五（建設部長）

貝 沼久 世（都市開発部長）

麻屋鉄雄（市立秋田総合病院事務局艮）

石川哲久（臨空泄新都市開発局長）

高泉宏作（教育長）

畠山吉次（消防長）

宮越孝二（水道1I業管理者）

畠山 蕉（ガス事業管理者）

梁 IIl≪ 硲太郎（交通爪業管理抒）
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活動状況

地震発生と時を同じくして, 12時01分に東北償力秋田火力発電所の1

タンク（原油35,000K L) から火災が発生し＊ 12時45分哨火剤の泡放射

開始し14時29分に鎖火した。

一方、市営ガスでは、秋田市ガス局災害対策本部を股憫し、二次災害

防ぐため営業課戦貝18人、供給課眺員31人を第～ー供給所に躯合させ、

を第一、第二供給所の設備点検に配町、さらに33人を羽管（本支管）パ

ロールに配貯させた．

また、ガス局指定工印業者を非常招集 (12時20分、 45人）し、導管パ

ロールに協力してもらった。

12時20分に秋田市災害対策本部を設胃し、 13時05分には、雄物川河

5人乗リの小型船舶が転覆、救助工作車、新屈第二部隊が出壻した，

収容1人、行方不明1人、自力脱出3人． 14時12分本金デパート塔屈の広

塔が倒れ市内の主帰1人が死亡した。

水道関係では、 12時15分局内に災害対策木部を設罰した 0 地席発生

の仁井田浄水島で・一部停電によって稼例中のポンプ4台のうち3台

2台、直送1台）が停止し、 10分後に回復した＾しかし、配水限がそれ

4,900対/flであったものが、 8,GOOrri'/11(75％増）となった。その原因

多煎の淵水の発生などによるものと判断した a また⇔新殷ポンプ場の

（～午後5時30分まで）のためポンプ停止、配水池の水位が低下しはじ

霞話不通の状態（許信のみ可能）のため無線連絡で対処した，

次に災害対策木部は、市庁舎 1階の市民相談所内に「地震相談所」

設し、り災者の建築相談、技術指消、さらに礁究あっせん、税の

生活上の問問などの各種相談に応じた。
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0災害対策本部活動のあらまし

5月26日（木）

12時00分08秒 秋田沖で地舘発生、マグニチュード7.7.

12時01分 東北電力株式会社秋田火力発電所NnlO燃料タンク火災発

生（原油35,000KL), 12時45分泡放射開始、 14時29分

鎖火。

12時14分沖波警報発令。

12時20分 秋田市災害対策本部設罰。

秋田市防災会誂開催。

「被害情報と災害対策J

12時40分 津波啓報を広報（日本海側三七崎地区海岸部）。

13時05分 雄物川河口で5人上船巾の船舶転覆、救助工作屯•新屋第

二部隊出楊。追体収容1人、行方不明1人、自力脱出3人

（救急車収容）。

13時30分 臨海工業地椛の出光油槽所軽油タンク (ZOOKL)沈下。

淵油処理、残油抜き取り、防油堤破損部分に土のう積み

上げ応急処理n

14時00分 (~14時16分） 秋田市防災会揺（第2回）．

「被害情報の収集｀応急対策」

被害状況 火災2件（原油タンク、マンション）死秤2名

（本金デパート 1、船舶1)行方不明1名（船舶1)

救急要求4名（その内訳は船舶1, 2階から蕗下1、ショッ

ク1、テレビ落下によるケガ1)

14時12分 本金デパート塔屈の広告塔倒摂により主婦1名死亡。

14時30分 秋田市防災会談（第3回）。

「被害情報と応急対策」

I8時00分秋田市防災会謙（第4回）。

「被害復旧の見通しと対策J

20時30分 市長が災害現地を視察，

20時42分 土崎港の秋田冷蔵株式会社でアンモアガス漏えい。土崎

第一部隊出場し応急措置す。
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5月27日（金）

9時30分 秋田市防災会謙（第5回）。

「復旧状況の情骰交換」

12時00分緊急部局艮会謡。

「復旧状況の報告」

13時00分 市民生活部市民相談所内に f地霰相談所」を開設。

17時00分 「昭和58年 (1983年）日本海中部地震非幣災害対策本

の政府調究団来庁（団長令加藤六月国土庁長官）市艮

ら被害状況について報告、扱助方を要請。

5月30日（月）

10時00分 市議会全員協談会開催。

「災害状況報告」

5月31日（火）

10時00分 秋田市が県内6晋目に災害救助法適要される。

県知1f,、県議会議長に対し要望苫を提出。

14時00分 がけ崩れ等による二次災害防止のため広恨車で PR。

6月1日（水）

10時00分緊急部局長会誤．

「被害の殻終報告と復旧状況」

6月2日（木）

10時25分 自民党調査団来庁、要望許を提出。

6月3日（金）

11時00分 記者会見。 「被害状況について」

13時00分 各部局担当者会謙。

「災害復旧予邪等について指示」

6月4日（土）

10時00分 (~16時00分） 全漿・半漿世咄へ見舞金、見舞品を

12時30分 散水車（道路維持牒迎餌1:1名、助手1名）を能代市へ

6月5日 (H)

10時00分 (~12時00分） 前日に引き続いて見舞翁、見舞品を

（完了），
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6月6日（月）

18時30分 勝平地区コミュニテイセンターに現地地裳相談所を開設。

6月7日（火）

13時00分 災害対策本部、関係部局長連絡協謙会．

「今後の賭問題の対応について」

18時30分 西部公民館（新屋）に現地地捉相談所を開設。

6月9日（木）

22時20分 震度4の余鍔。消防車による広報．

6月13日（月）

18時15分 大雨注意報の発令に伴い、二次災害の防止を消防車3台で

巡回．

7月26日（火）

9時00分 秋田市災害対策本部解散。

8月30日（水）

警報等の情報伝達訓練を実施。

2.広報活動の状況

災害時における広報活動は、 「秋田市防災計画」に従って活動を開始す

るもので、その業務分担は次のとおりである。

(1)人心の安定に関すること。

(2) 避難指令および避難所、救護所等の広報に関すること。

(3)報道機関との連絡に関すること。

(4) 災害の記録写其に関すること。

などである。

0市の広報活動

こうした広報については、日頃から市の広報紙「広報あきた」を通じ防

火、防災はもとより避難男所等の指定など、その思想将及には特に力を入

れてきたものである。

5月26日12時14分、気象庁から発令された大油波瞥報は、秋田市には9分
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後の12時25分秋田霞話局から庶務課に伝逹された。この情報が硝防本部

12時30分に通報されている。

一方、秋田地方気象台では、 12時15分発令の地霰津波情報第 1号を 1

28分消防に通報している。

したがって、 12時40分秋田消防愚の広報車3台（隊貝6人）で約40分間、

街地や土綺地区の海岸部に出動し、住民および秋田泄内での

に対して、大油波瞥報発令による避難を呼びかけ泊波被害の防止に努め

さらに、この間12時20分には地誤後の火気使用、特にガス使用時

確認IJ)徹底方について、 NHK秋田放送局やABS秋田放送勺秋田テレ

等の報道機関に対し速やかに放送、放映の協力依頼をした．

これは、社団法人日本ガス協会東北部会（東北ガス郎業者協謡会）が、

大規模地娯発生時の広報活動の中の一つとして報道関係と「告知放送文」

（日本放送協会の場合）を取り交わしていたからである． （別紙を参照）

なお、その後も緊急呼びかけ印項等の随時放送、放映、さらに落ち忍f

を取り戻してからも適切な情報を深夜にいたるまで、流してくれたこと

大きな力となった．

また、’特別相談の実施、各種隙究制度の利用呼びかけ、被災

の対策、あるいは市政テレピ番組、電光掲示板による放送を通じ

周知徹底をはかった。一方、 「広報あきた」においても、災害対策本部

設間による被宵状況の確認、その後の対策に全力をあげている姿を報ず

とともに、市民相談所内に設けた「地震相談所」における建策相談令

指導、災害に対する登金の漁資そして市税の減免などを PRした。

次に PR状況をあげると下記のとおりである。

◎広報あきた

6月 6日号 0市長の市民に対する見舞いと復旧活動への協力鹿請。

0地霞相談所の設阿と内容説明。

6月10日号 0市長の市民に対する見舞いと復旧対策の状況。

0被害状況と二次災布の防止，

0地霰相談所の業務。

0各地からの災害見舞金お礼．

0地裳災害に対する登金の融登など。

6月20日号 0地霰のお見舞い金ありがとう。 (~6月20日号まで）
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7月 1日号 0市税の減免，住宅復旧究金の融資あっせん n

0市税の減免、私道の復1日整備に補助金交付。

8月20日

9月 1日号

0市税の減免、国保税の減免。・

「防災の日」災害への備えを。

0住宅復旧資金を融資令

◎テレピスポット（二次災害の防止）

5月26日18:55~22: 54、23:15~2回、 24:10~ 

5月27日8:00~、10:56~、12:00~（各15')AK  T 

※NHK、ABSには地媒関係ニュースの中での呼びかけを要請。

◎電光ニュース

5月26日～29日（二次災害の防止）

(I日102回X2か所） X4日＝816回

5月30日～6月 5日（二次災害の防止、地漿相談所、登金罹究｝

(l日102回X2か所） X7日＝1,428回

◎市政テレビ放送

AKT 「花時計からのたより」

0二次災害の防止 5月29日9:55~ 

0地 震相談所 5月31日6:25~ 

0資金融究 6月 2日6:25~ 

AKT 「市政の窓」

0市長が市民に対する見舞と復旧対策の状況 6月 4日11:30~ 

ABS 「秋田市だより」

0市民に対する被害見舞いのスーパー

0二次災害の防止

0地 姦相談所

0究金融賓

◎秋田市広報板（秋田魁新報）

0二次災害防止

0地鍔相談所

0二次災害防止

0被災者の市税を減免

0究金を胤究
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5月28日13:55~ 

5月30日10:30~ 

6月 1日10:30~ 

6月 3日10:.30~

5月27日朝刊

5月28日朝刊

5月29日朝刊

5月30日夕刊

5月31日朝刊



0地筑後の淵水点検

0道賂陥没の迎絡を

0地鍔相談所

0ガケ崩れにご注意

◎その他

0二次災害の防止呼びかけ

第1回 5月31日交通対策、公害ライトバン 2台

第2同 6月 gEl広報マイクロパス1台 消防広報車1台

5月31日夕刊

6月 1日朝刊

6月 1日夕刊

6月 2日朝l:lj

．
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A大規模地裳発生時の放送、放映（ガス事業の広報）

テレビ、ラジオを通じてガスせんや撒具せんを閉め、ガスの火を消すよ

う周知する。

(1) NHKの楊合

地域防災計画の中で大地鍔発生時の放送文について定められており、地震

発生時には放送されることになっているななお、 NHKの場合は下記の例

示文が放送されるが、支局ごとに放送文が展なることがある。

(2)民間放送の楊合

各事業者が日'，;「から民放局と折衝を行い、あらかじめ放送文を渡しておき

地裳発生時には自動的に放送されるように依頼してある。

＜例示〉 NHK放送文抜粋（大規模地震時の広報）

大地席時における告知放送文（日本放送協会）

この告知放送文は常時ニューススタジオにそなえておき、いかなるときで

も直ちにアナウンスできるようにしてあるも

〔放送文〕

明らかに四度5以上でかなりの被害が予想されるときに使用する。

A、激しくゆれ動いている最巾（最初の3分位が重要）

B, ゆれがほぽおさまった段階（数分後～10分位まで）

C、10分以上経って明らかに注意放送の必要が認められたとき。

[A】檄しくゆれ勁いている最中（最初の3分位が堕要）

0ガスや石油ストープのせんを閉めて下さい。

火の始末をするよう声をかけ合って下さい。

0皆さん火の始末はすみましたか。

ガスの元せんはしめましたか。

声をかけあって火IJ)もとを確かめて下さい。

（以上はじめからくり返す）

(2回放送したら次の Bへ）

[B]ゆれがほぼおさまった段階（数分後～10分位まで）

みなさん落ちついてまわりを見まわして下さい，9

ガスやストープは完全に梢しましたか，

螂 17• 



フロ愕に火の気はありませんか，

アイロンなど電気のスイッチは切リましたか。

0地震でいちばんおそろしいのは火事ですゅ

火の始末は、．互いに声をかけあって確認して下さい，

燃え出したら布団や毛布で火をおさえ、水や消火僻で消して下さい，

ガスもれは早く発見して元せんをしめて下さい，

（以上B(1）はじめからくり返す）

（地霰後10分以上経ったら次の Cへ）

[CJ地霞発生後 10分以上経った段階

0火の始末はすみましたか。

元せんこそ火災防止のポイントです．

地下のガス管からガスがもれていませんか。

＜例示〉 民間放送の放送文モデル

1.発生時（激しくゆれ勁いている最中）

0火を消してください．

0ガスをとめてください．

（以上Cのはじめからくり返す）

2.発生後3分＼（ゆれがほぼおさまった段階）

0火の始末をしてください．

0ガスのせんは全部しめてください。部屈のガスせんやり

のそばにあるメータ・-コックもしまっているかもう一疫確認してく

さい g

3 ` 発生後5~10分（平常にもどった段階）

0ガスのにおいがしたら火の使用は危険です。

ガスせん翌ガスメーターのそばにあるメーターコックをしめて、

ぐにガス会社に連祁してください。

0ガスが洩れてにおいがしないかもう一度確認してください f

0ガス洩れがなく、ガスせんを開いてガスがきていればそのまま使m
ぎます，ただし、使用中はそばをはなれないでください。

0ガスせんを開いてもガスが出ない時は、ガスの供給が停止していま

ので、ガズせん、メーターコックをすぐに閉じて｀、ガス会社から

があるまで待ってくださいわ
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0ガスの供給が再開される時は、必ず、あらかじめガス会社が各家庭の

ガス設備を点検し s 安全を確認することになっています．

それまでは、ガスは使用できません。

0もう一度繰り返しますが、ガスの供給がとまっている時には、ガスせ

ん、メーターコックは必ず閉めておいてください．
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3.消防活動の状況

0哨防活動

大地震を大震災とするのは、多くの楊合二次災害として発生する

ある。 H本悔rl1部地裳においては幸いなことに大きな災害は発生しな

った，しかし、県内の被災市町村の中では秋田市だけが2件の火災が発生

している Q

その一つは、東北霞力秋田火力発霞所の原油タンク火災であり、一方

ピル内の一室において卓上ライターが、朝倒発火してのボヤであった。

地霰発生が、正午であり当然ながら昼食の別備など火気の使用が想條

れたのであったが、民家や食盤等からの出火がなかったことは、不弗巾

幸いと曾わなければならない，，これに対しては後述しているが、

が行ったアンケート調査に対し、地震発生と同時に火を消した、と答え

市民がほとんどであった。これは、市民がとっさの地虞に対して、正し

対応したものであることを見逃すことができない。：：：の 2件の火災に

る¥l1火活動は次のとおりである．

く第一火災＞

東北電カタンク火災（炎上火災）

(1) 出火楊所 秋田市飯島字古道下川端2l'l(J）6

東北電力株式会社秋田火力発電所 No.10号タンク

35,000K L、濶タン状態）

(2) 出火時間 昭和58年5月26日、 12時01分頃

(3)飲火時間昭和58年5月26日、 14時29分頃

(4)覚知時間昭和58年5月26日、 12時04分

(5) 出場状況 硝防車両13台、隊員46人

く第二火災＞

長谷部ピル203号室ポヤ火災（結果的事後1l1l知火災）

(1) 出火楊所 秋田市川元開和町lの1

艮谷部ビル203号室

(2) 出火時間 ll{｛和58年5月26日、 12時02分煩
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(3) 鎖火時間昭和58年5月26日、 12時08分頃

(4)箕知時間 昭和58年5月26日、 12時15分頃

(5) 出揚状況 消防車両5台、隊貝20人

なお、地裳発生時の通信状況、梢防出場状況は、別表のとおりである。

0救急活動

秋田市消防本部では、平常秋田消防署に2台、土崎・城東の各哨防署に1

台ずつ救急車を配買し、・救急活動に当たっている。

この日は、地恨発生の直後から各地に負侶者が出ており、救急出場の要

請が殺到した。地震発生6時間に19件の救急要諮で、これは昭和57年の 1日

平均出楊件数の約2倍に当たる数字である。

このため、秋田市消防本部は非常召集で非番戦貝ならびに公休戦貝が参

熱した時点から、予備車2台を新たに配罰し、計6台でその要請に対応した。

地鍔発生後6時間の救急出場状況は、次表のとおりである。
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地震発生時の通信状況 5.26、12:00~17:00 

（通信指令台設置消防署）

嶋

秋田消防署 土崎消防署 計
稲 ヽ

(I 1 9) l6回線 (1 1 9) 4 ITil線 (I 1 9) 191月l線， 
通信内容

（一般加入） 4“ （一般加入） 3” （一般加入） 7,9 
lJlj 

叩 通） 2 系 （直 通） 2 系 圃i 通 4 系

火
火災通報 I （祖祖） 2 （璽祝） 3 

災 ガス揺れ通報 6 6 
専

)fJ 救急要請 i 5 I 5 

屯

g9 99F , 9 地展 l！り合せ 5 0 3 2 8 2 

l l9 
被害通報 2 0 2 3 4 3 

小 i l“ 9 2 5'I 1 4 9 

淵油通報 1 I 

般 ガス翡れ通報 l l 

加

入
被害通報 1 8 5 2 7 0 

屯 地膜問合 せ 4 5 0 6 0 5 1 0 

話

小 計 4 6 8 I I 4 5 8 2 

崩
救急要請 2 2 

地襄律波情柑 l 5 1 5 

iill 
小 i 1’ l 5 2 l 7 

＂ 
線 総 i l‘ 5 7 5 i 1 3 7 4 8 

無 ‘線 8 9 0 8 9 0 

総取 扱件数 -------. ／ l 6 3 8 

ヘ
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冒合: t 

芝

,, 

消 防 出 場 状・ 況
,．， 

昭和58年6月3日現在
＼ 

涵`竺: 種月 5. 26 27 28 29 30 31 6. l 2 3 I I≫ 

火 出楊回数 2 2 

出場台数 18 18 

伶:，災 出場人員 66 66 

出場回数 21 27 21 19 19 22 15 7 l 152 

！ 骨等胃彼害 出場台数 22 27 21 19 19 2 2 15 7 1 I 5 3 

出場人員 66 101 56 56 50 65 37 19 2 452 

し9＇晶9 喜. 

出場回数 6 3 1 2 4 5 3 ， 33 
出場台数 7 2 1 2 4 5 3 ， 33 
出場人員 3 24 6 4 4 12 12 4 32 101 

、-ガ 出場回数 8 1 ， 
ス

出場台数 14 1 15 

胄出場人員 49 4 53 

l油

出場回数 2 2 

淵 出堪台数 3 3 

洩 出場人員 12 12 

i 
出場回数 3 3 

出場台数 3 3 

出場人貝 6 6 

， 丙

出場回数 9 1 1 1 I 2 1 7 

出場台数 l 1 1 1 2 1. 7 

出培人員 1 1 1 I 3 1 8 

; 出場回数 1 l 1 1 1 1 l 1 J ， 
出場台数 4 l 2 . 3 2 1 1 ！ 1 16 

出翔人員 l l 2 5 7 6 4 4 4 4 47 

救 出場回数 1 9 19 
、ヽ

出場台数 19 1 9 

急 出場人員 57 . 57 
I• 

出場回数 56 35 27 21 23 28 23 12 l l 236 

出場台数 83 3 6 27 2 3 24 28 23 1 2 11 267 
I -

出場人員 270 128 7 2 67 61 82 56 28 38 802 

消防団 360 11 14 8 5 8 12 4 1 8 

人員 総 計 6 30 ! 28 72 78 75 90 61 36 50 l,2 20 



5 月 26 日 1 2時以降救急出場状況

番号 党知印l'I曲 時9現行時,,
ほfif概It

掃')1時分
収宕医荒 ll: 均． H.i 所 Ii; "i /'iLt所氏名年齢耽芙 り： 故 内 宕 It; 約 似；可tt度 伽 考

行時分 に r91 名 名

① l 19 1 2 : 06 12:os 12: 15 12:21 交通災；lf七ンター
千秋久保Ill町 6-19 由利邸矢品町旭ulf116 

レンガ99示下し紐9こ＂長如 | ti （ジャスコ） 三油 ナオ 46改悶安 ‘r “ 第 3',（ .‘,’9,・

” 流沢25-I 

I I “ ” 佐藉 マサヨ 73位 無
転倒し面部を打ったしの I1行 夕 ” 

＠ 1 2 : 07 1 2 : 1 3 1 2 : 26 辿 続 交通災？；セソター
保戸野金砂町 4-26 左に同じ

ニPi'rから託落したしの
肋1’:fi 1斤

1,t，ぞ茄 I第 1れ::,・
99 

市羽住宅 厘 『i UJ1 49i反 応 工 右足l:'i而・tt1;：

g) 1 
大町 2丁目 2-J 

不
！ 

n)I I :n 4,,i．な

＾ 
12:09 J 2 : J 5 不屈送 辿 t,t

本金デパート
他車（タクシー）搬送 不 町l Iりl

I 
不

① ’’ 12: 15 -12: 26 12: 32 12:02 交通災害センター 栢Lil木町 7-50 
左に同じ

阻 谷 夕 力 7-1歳 他
店間1のガラス戸がたおれIiか | i'; f i,l f i [I ; !1 ！削 中ご稲 第 2款俎

⑤ 
,, I l 2 : 1 6 12: 18 12:21 12:43 ” 

中辿］丁目 J-J 中通 5丁目 4-5 紅事中地店のためショックを起
ショック 杞

協 仕i 社 池 HI 7ク子 32歳 無 こしたもの 症 第 4jj.、J

＇ 

⑥ ” 12:29 12:31 12: 35 12:16 小泉病 院
大町 4丁目 2-J 山王 7T§l4-15 効務中地店で休具合が：邑＜，｀；っ

心臥神経疵 I 第 1和約
秋ぃ屯報屯話局 fjl 届 和 子 39歳公務il た ” 

I第 3:l,（企① 112:37 12:39 lZ:46 中通 ” 
巾辿 2丁目 8地内 仁井田芍in]3丁目 9-3 

ドアに激突 左けい部rr代
-' I 

” 99 
（ヨーカ堂） 越後 秀 美 32我不明

12: 51 13: 17 白 ifし ” 
保戸野原の町12-38

怠に体昂合が悪くなった 心因ttショック I ヽ I ” 山谷 UJJ 芙 28低店 U ” 

8 ‘’ J3: J8 13:22 ]3:29 I 3:49 中通 ” 
柳原新田顎均向い 将軍野行J4丁目 5-6

乗用者 Iす］志の交通事故 膝部捻．It | th 写症 第 l款包
国氾13号線 佐 藉 聖紀 24栽店且

I ⑨ ‘’ 13: 19 14:24 13:37 14: 10 秋田市立総合病院 雄物川左岸河口
新屋日吉町 9-4 ポートで魚約り中地；；；社設で甘1

朋 水 ヽ 第 4 "，（急
石野 町男 36歳会社貝 れたもの I 

JO ” 14:03 14: 06 14: 14 14: 23 交通災忠七ンター
高閃胃柳町 17-41 描手市中央町 3-15 家の中で雑談中体具合が記くな 小脳硬窯

rヽ Il 第 1救．:;,
岡 山 宅 栂 11, 幸治 75絃 無 ったもの

⑪ ” 14:.1 4 l 4 : 22 不搬送 連 続
大町二丁目 2-I 土的港中央五丁目 5-22 本金 4陪服凩展示中広告培祐'F

圧死 ！ 三 軽籠 二’-し本金デパート 加買谷（言子 48iは 無 の下敷になった

12 ‘’ 1 4 : 38 1-1: 43 l.1 ：50 14:56 秋IIlg11合総合病院 寺内字堂ノ沢地内（路上）
土 i,]港南 3丁目 6-IO 

自転車の単独！li故
左側即部およびR恨

小玉 明 14歳生徒 部挫削、左とうftft/fi 第 2救．、こ

J 3 ’’ 1 •1 :44 14:51 15:01 連 続 tl’ 通病
院 牛島東 4丁目 3-39 仁井田福品 1丁目 li-11

パイクで走行9i9托倒した 右下肢fII; I 第 1,j,( ．'，'•’·
＼ 辿栢商店前 伊 蒜 博 樹 16欣生徒

牛品東 3丁目 j-4 
” 99 

品 山 円 16,ほ生徒
99 

” ” ” 

14 ‘‘ 15:09 15: 13 1 5 : 24 15: ;5 ” 
牛r0西 2丁目 5地内 ll4訊西 1丁目 io-14 菩通屎m車と歩行者、歩行者け

右下肢 trt~ ” 第 4 救，t,•
路 上 行原 郁 6歳児窟 が

⑮ “ 15: 10 15: 12 15: 20 15:35 交通災1fセンター 大町 5丁目 2-38 
左に同じ 地；；；時テレピが18ちてけがした

左大腿酎i部'ttIIt 9|，；；；症 m l救．，-，
閃 D キ ク 81経． 無 もの

16 ‘’ 17:~8 1 7 : 52 1s:02 1a:31 秋・人・附屈店院 高r,lドfil'l/14(1[1『J迅7号線）
l'，1ツ小屋船lj罪i8 -28 w.を迎転rll端．息発作をお iこした

気行支咄．息 ” 鎌 □1 IT,'/ 美 27欣 無 もの
99 

17 ” 18:02 18: 05 18: 18 rn:37 交通災害七ンター
土ヽ、1iじ中央 4丁目 6-43 土 •si巷東 1 丁目 I -31 

転 院 左上うで骨 •ttili ” 叩 2救．ヽ↓'.
五十llLi引院 加買谷 烈 10歳児 fi

18 ” 1 8 : 08 18: 18 18 : 28 秋nl[il合総合柘院
土j.ii住9|l央 3丁目 I-15 土か1i住中央 4TB5-38 共同浴場で入浴後IHし合が氾（

カルテ 9'l1戊せず 1i. 第 4救．t'・19:00. 
みなと励 武 石 オ リ 82歳 無 なった

軽

J 9 ， J8:J2 J 8 : J 6 18: 21 18:35 交通災古センター
千杖矢留町 3-10 能代市松美町20-25

夕食時忍に 1木具合が悪くなった てんかん ” 第 3救急
秋 和寮 谷 内 Pl! 香 16森：

t1: ＝〇:ri号は地哀被 {f者 0;ri号は地匹披打者で不搬送
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0救助活動

この地霰災害における救助活動の主なものは、泊波のために転覆した釣

り船に乗っていた人の救助であった。津波が本市沿岸を襲った正確な時間

は確認されていないが、沿岸住民の情報から推定すると、第 1波は12時22

分から24分頃の問と判断されている。

この時間帯には、雄物）II河口から数隻の釣り船が、日本海の沖合いに出

ており、ほとんどが地席を感知すると同時に河口に避難行動をとった。

しかし、このうち 1隻が河口で津波に遭遇し、 12時31分転覆した。上船

人貝は5人であり、そのうち3人は自力で脱出したりだが2人は行方不明と

なった。また自力脱出の3人のうち1人は多撒に水を飲んでおり、市立秋田

総合病院に救急搬送した。

0被害調査活動

消防では、被害の概況を早期に把握するために市街地を璽点的に調査に

当たった。しかし、この調杏は個別確認調査でないため災害対策木部の被

害程度別集計の衰料にはならなかった。しかも、災害救助法の被害認定に

は、建策技術抒等の判定に期するところが多く、梢防機関では能力的にも

対応が出来ない面があった。したがって、災害の緊急的な応急復旧は、最

煎点事項であるが特に住宅の被害調究はこれに準じて早期に、しかも市の

機能をあげて短期に終了するように努めた。被害調査の細部については次

のとおりである。

0被害調究（建第物を主休にした調究）

(1)被害地域概況調査

ア日 時 5月26日15時煩～17時頃

イ出場回数 21回

ウ出楊台数 認台

エ出場人貝 62人
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(2)被害程度確認調査

ア日 時 5月27日～6月3日 (8日「ll)

イ出場回数 131回

ウ出場台数 131台

エ出場人貝 386人

(3)消防施設OO係被害調査

ア日 時 5月27日～6月3日 (8日間）

イ出楊回数 33回

ウ出場台数 33台

エ出楊人貝 101人

0原油タンク火災

地霰発生直後苓本市の日本海岸に建っている、秋田県石油コンビナー

内の東北霞力秋田火力発電所10号タンクから出火、煤発延焼等を防ぐ懸

の梢火作業が行われ、タンク浮き展根と側板の間を燃焼するリング火災

くい止めることができた。

地震災害で恐しいものとしては｀二次災害としてあらわれる火災があ

られるがや昭和39年6月16日発生した新潟地霰 (M7.7) の際の昭和石袖

油火災事故を想起し、大被害を誘発するのではないかと懸念された。し

し、厳重な幣戒のもと懸命の梢火作業によって、大事故を防ぎょするこ

ができた。
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0屋外貯賎タンクの安全対策

梢防本部では、咋年12月に出された火災原因報告書をもとに、今後の安

全対策を次のようにまとめている，

日本海中部地漿による東北屯力（株）秋田火力発霞所NulO燃料タンクの

火災は質璽な経験と教訓をもたらしている。

本火災はタンク側板と罪き屈根との間が燃焼するリング火災であり、最

終的にはタンクに設けられた固定泡消火設備により消火することができた。

しかし、定期点検中とは言え、固定泡消火設備は直ちに作動せず、泡放出

が行われたのは出火確認から約30分後であり、これは消火設備に係る電勁

機の受霞不能及び梢火設備の点検に不備な点があったことに起囚したもの

であった。今後、このような事熊が生じないよう常源系統の見直しを行う

とともに常に消火設備の機能が維持できる作動試験を適宜実施すること

が必要である。

また、出火タンク以外のタンクにおいても地霰時の液而揺動により浮き

屋根が他の設備等と衝突した形跡があった。今後、地裳等によってタンク

に臭常な外力が及んだと思われる場合はすみやかに点検を行うことが必要

である。

今回の謂究によると、側板内側に設けられた設備が地震に伴う放面揺勁

により存き尻根、側板等と術突、接触し、原擦等により出火したものと考

えられる。今後＂地震によるタンクからの出火を防止し、あわせてタンク

の捐侶を軽減するためには以下にあげる対策を講じることが必要である。

(1)ハロン消火設備

ハロン消火設備を設置する場合は、タンク側板などに接触するおそれのな

い箇所に設ける必要がある。

(2)散水配管

タンク側板内部または上部に設けられていた釉雪散水陀管とそのサポー

トはウェザーシールド、浮き附根上部と衝突した形跡がみられたので，散

水配水管は除去するか、または側板外側か浮き屋根上に設岡することが必

嬰である，

(3) 固定泡放出口

タンク側板上部に股けられた固定泡放出口は側板内部への突出部分があ
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り｀ウェザーシールド等と接触し変形が生じているものがあった。

備の堕要性を考應すると固定泡放出口は側板内部に突出部分のないもの

改良するか、または、ウェザーシールド等の材質等を検討すること

である．

(4)火災感知梱及び中粧器

火災感知器及び巾継器はトップアングルに熔接され、側板内部に突出

ていたのでほとんど衝突により蒋下していたが、その内の 1個はタンク

板と浮き屈根外側リム間に狭まれて激しい摩擦を起こした形跡があるの

上記の位四より除去する等の措岡を請じる必要がある。

0危険物施設の被害状況

消防本部で潤査した、昭和58年5月31日現在の危険物施設の被害状況は

次のとおりである。
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危険物施設被害概況（軽徴なものは除く）

秋田市泊防＊郁 S 58, 6, 31現在

害事累所名

烏字古道下Ill嬬
217-6 

畑 fll火力発電所

太平違郎

彼害飽餃名

地I毘外タンク訂煎所

能 設 概要 槍 害

＂ 
度"一 フ0ーテ”|!1!ffl一郁変形、加tInIll、ウェザーシールド若

ポンツーンタイプ 干In傷
饂 30no°“

枷2覇タンク靡1s紺玩成 フ〇→テング

ダプルデァキタイプ

際油 30900“ 

，，ュザーシールド若干及び液而'tm傷

Jl,3竪外クンク貯蓋所 s- フローテ”|ウュザーシール暉ぼ全fn．液而11m111、可動楳

ダプルデッキタイプ 子、及びフ命ームダム一郎変形

買油 30nmut 

比？彫tタ，，クm.imIs瑣涵i フローテ”|＇‘四消火殷備の配胃 9C一部11'1裂及びヘッド

ダブルデッキクイプ 破損、液而LTLLL召

貫油 35000“ 

回暉外タンバ貯醐1s"甲醗 フローテングウェザーシールドほぼ全Ill、シール全屈輝

ダブ9ヴッキクイブ 1 年により変形、泡iTlm1111—f1tlIn瓢、ハmy
呻 95J)00“ 火骰棚配胃及びヘフド捐円計水行可胄りは子一91

変形、火災Ill知設1111及び9t若等I~憬

第3号視慣げ．ぷ取扱所 S如が5DOOトッ;;1地20テク かJ...カウンターウバ砂匹

ローディグrーム 3甚 lll3ローデぃングアームのペースライザ嘩Ill.ギャ

＜ ンダウェイ先嬬郁In憬

畑市寺内字大,Jヽ詫201-7

，＇三菱石甜団秋田油 111所

名所長田中"

＾ 

狛l皿””預醐l幻拇涜戒

軽油

コヵ←ワタイプ

＂゚“
クンク＊休約50..等沈下、閉火用プレーキシプ）

ホース捐需

恥2・罠外タンク貯蜘升 S4潤芙戒 エカ←フタイプ

インナーフロー直脳 1タカ＊体若千等沈下

が1リッ U)00“

即；罠外クンク匹1S4拘命戎

軽

四ピ”イプI'”木休若干苓沈下

990“ 

加ヵ匹 戸（輝コソクリート燭

付属只備油配育

4 llllililll裂、土のう処置

躾台浮沈のため配管9インのウェープあり

欣田市尋内示知J況207-29
，x，三楽＊ーシャ項
” 秋田アルコール薫置鳩

場 長斉璽峯男

罠クンク"

H属

アルコーA碑 フラ，，ジ郎2愧所より若干問れ

防 JI 大きいl11通箇所2蒼小さいm型11

枷1墨外タンク貯叢所 S五-.f如戊

ガソリン

切←フタイプI沈下 81一、傾糾 1ハ83

500“ 

寺内字後城322-7

秋111油111所

中 H " 11l 

枷2即 tタンク向lS4碑蘊

” 
コヵt,-7タイプl

995,11 
” g7 ” 1/120 

珈旧外ク，，ク畑叫 S畑痴E
置

コ，，，レフタイプ

500£t 

“I43 ヽ ” 1/61 

寧 29• 



械宮 m業所名 披官抱餃名 餡設匠嬰 餃 宮 茫 度

恥7限外タンク訂翠所 S4珂完成コ”い79iプ 比下 51..、傾MIV266

ガソリン 1500“ 

秋田市寺内字後絨 322一1 |m励クンタm翻 S4珀苓戒コンJしーフタイプ 9 205 、 壽 V 28 

ll!IIn石祁柑秋田油＂所 重油引”“

所良中村好 m
邸鄭1タンク枷叫 5§命誠::,ンた7クイプ賽 60 、 ”1/1169 

軽油 253ヽU

比1虞外ク”"緬叶 S4苅浣成コ”ル—フタイプ ”ヽ 3 喩事 1/361'

灯油 293“t 

血函9ンク貯醐 S4育完成コ”←フタイプ 庫 147 、* l/I06 

灯油狂3“‘

ぬ1螂クンク訂滋所 sむ牛紐コン／レフクイプ ”31 、• V419 

灯油 253“‘ 

若 干 沈 下

罠外タンク『沼所 泡火用水惰クンク 2基 I 

付属範設 50“ 、77

訪螂コンタリード逍 亀只閏所 1 

渭火開外給水巖役 麗外タンク ?0四 若干沈下

邸螂クンク＂粛所 sね年完成コン）レフタイプ クンク本体 30..~50一沈下

ガソリン 4."”“ 

秋田市寺内字後城322-8 回濶外タンク計醐 s岱百諏；コンルーフタげl クカ紐100 —~150m沈下
エッソ石岬秋田油19所 1 | 灯油 4AB0“

所艮相原正夫

秋田市寺内字後城 322̂46

四日市油惰印秋田油惰所

所長釜谷一雌

加ンクー I桟橋 一部餃胃折！員直木の衝突ICよる）

付一防油奥畑呵'J-卜勁I目地割 4（椙2臼 0..）` その他 30箇所敬臼，；

一 般 取 扱 所 lS4咋 細E ローリー積場中心往甚関It向けス 'I9ザ状ICMa•230..i団
使用不能 ， 

lil5即1タンクl1lilmI s4碑細Eコン,,_フタイプlタ，，，ク本体 40..～70一沈下

饂 910“

ぬ6罠外クンク貯菌川 S4碕完成コンル～フタイプlクンク本体 20-～60一沈下

ガソリ" g6‘“ 

m郎クンク面覇 lS炉函良コン←フクわ・1クンク本体 70-~100..沈下

呻 193四 アンカーポルト、プラケット一郎設1員

m血クンクm醐 lS4昨寧コン←フタイプ1'ンク本体 209員～ 30叫尤下

重油 1!!8叫［ アンカーポルト、プ9ケ7 9-llll誼I員

加ヵ~l!ll!!lllニグ6MI夕／ク［三：二下
ill畑叩化泳磁 1111外タ，，9 500“ 慕礎及び本体若干の不等沈下
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砂/

被 害事業所名 杭害飩設名 ・能設概嬰 杭 害 9夏 度

恥201罠外タンク S3岬蘊コン99ーフタイプ 沈下248...Ill幻1/23 配可1匂手により若布面II

貯煎所 饂 l9Ul 
使n不能 9苅勅Itのた
め3分のl水張中

枷501罠外タンク S3肉寄戒コンルーフタイプ ，，， 62 、 ”IA56 

貯 灯油 481“ 

|秋出mit,寺内字後城322-4 枷503開外タンク S3肉項戒コンルーフタイプ “61 、 • 1/158 

光開在卯秋田油惰所 貯殿所 灯油 481紅

所長佐靡 穀

汐 枷504欝外タンク S3年ー。戊コンルーフクイプ " Jl7 .. ”1/ 82 

哀
貯蔵所 灯油 481“ 

llo505罠外タンク S47年完曳コンJレフタイプ ”67 、 ”1/＇J32 

| 貯 JETた I50碑

ぬ1001罠外タンク S35'窃域コンJレーフタイ9 ”79 、 ”J/I72 

I 貯屈所 ガJリン 95四

lloll51霞外タンク S4l年完成コンル→フクイフ ，， 215 、 ，， 1/ 54 

貯蔽所 預油 IJ50/d 
＇ 

llo~OOI 罠外タンク S41年完成コ，，ルーフタイフ ，， 77 、 • 1/243 

i 
貯廠所 灯 390"

罠外タンク貯粛所 泊兒管及びサポート 配管の変形並びICサボー日甚礎沈下罰所多数

付属抱’& 防隕暉コンク 1/ー 1•造） 亀型箇所 8 

情火mI!!外給水施設 限外タンク 570M 不等沈下のため使m不能、及び接椛配官変形

Nol欝外タンク＂裔所 Sね年完戒コン,.,._フタイプ タンク＊体0~l72..の不等沈下、

灯油 5000‘‘ タンク甚礎同llllの地割れ、悶起、沈下が多い

秋田市寺内字後城322 防油！JI.U苅5コンクリート逹） た目地め防国油大堤3波0型c>)全周穀In及びJIh煎閑起、陥没の

共問石油咋秋田油情所 罠外タンク貯菜所
江き応物急聞処き贋ポンプフランヂ部より若Tヤ訊Kチュープ粒

所昆飯窪 功 付属施役 柚ポンプ室呻スレ— Hむ

泡渭火設傭 "―泡頂液タンク＂稔 1E汗変形

移送取扱所 S4肉宗戒み”移送取扱所 桟惧海方へ全休IC50~80口ずれ、浪屈郁i吹若干

IPOOトンパース 盛り上ろ

州火用匿外給水施設 限外タンク 600.f.l 不等沈下

池5罠外タンク貯粛所 S3呵寧コンルーフタイプ 甚礎及び本体不等沈下海側へ30--SO...

秋田市寺内字後城322-2
饂 200,t 

丸善流通サーピス"
llll6罠外タンク貯蒙所 S41年完戊コン／lーフタイプ 甚礎及び木体不等沈下淘側へ30~50..

秋田油惰所

所長池田 Ill 雄
ガソリン 300,!I 

霞外タンク計蔽所 防油虎暉コンクリード造） m費llll所 7

11関施設 タンク歩糀、配管、サポート 穀In、変形、陥没が一部に見られる

肉Wh山壬一丁目3-5 給抽取扱所 S4潤寧 引I凹愕寧タンク 4甚(J',J某灯油）のタンクスラプ

＂按藷物在
JO駄埴下タンク 4甚 (1枚約が約 3000"起、西間一般スラプと1噴門豹q1m

代籾閃緞安籟啓町 —;frffl殺 配一部ln傷、一般飛扱所及ひ袷ilm也＂；の一部伎！『 l

JOば町タンク 1甚 停止
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4.災害救助法の指定

地傑発生後、秋田市はもとより各市町村および秋田県では、全機能

げて被害の実態把握に努めたが、それが進んでいくのにしたがって

大きさが分かってきた。

5月26日12時 14分、仙台管区気象台から発令された津波笠報のとおり

大泊波の聾来によって秋田市を含めた北の日本海沿岸では、も沼牲者

したほか、行方不明者が多数でた。

災害は日本海沿岸地域に、そして本市から北（J）方向に集中したこと

明した。したがって、被害の情親が徐々に詳細になってくるにしたが

災害救助法の適用が必至になってきた。そこで秋田県は、地震発生当日

午後8時30分に南秋田郡若美町に対し、災害救．Jl力法第1号を適用した。

ついで、被害状況が判明するにしたがって、 6月11日午後3時までに

せて9市町に対し、災害救助法を適用して、救助活動に戟柩的に対応す

ことになった。 5月31日秋田市が災害救助法適用の指定をうけた。それ

よって、秋田市では住宅の応急修理、行方不明者の捜索 (5月26日～

日）に対し、 4,206千円の災害救助喪の適用を受けた。

なお、県知事からの災害救助法の適用通知および、適用市町村の

容は、次のとおりである。
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秋田市長高田荒次 様

消 59

昭和 58年 5月31日

秋田県知事

佐々木喜久治

災害救助法の適用について（通知）

昭和58年 5月26日 貰市に発生した日本海中部地震災害に対し災害

救助法を適11lしたから通知します。

なお、救助の実施についてその職権を次のとおり委任するから、リ災者

の救ll）)に遺憾のないようにしてください。

記

1．救助の種類

・（ 1)炊出しその他による食品給与（限度額 1人 1日当たり 680円以内）

(2)仮設住宅の供与（限度額23.1平方米 1戸914,000円以内）

(3) 飲料水の供給（実費）

(4) 災害にかかった者の救出（実費）

(5) 災害にかかった住宅の応急修理（限度額 1世帯194,000円以内）

(6)死体の捜索

(7)障害物の除去（限度額 1世郡61,200円以内）

(8)輸送喪及び人夫賃

2.経聾等

救助の対象および支出喪目、期間等は別に指定するが実施に要した費用

は繰替支弁請求とする。

3奪事務繋理

救助濶書など必要な事務整備については、別に指定する。

4.災囲救助法適用日時

昭和58年5月31日10時00分
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災害教助法適用市町における教助内容

I返用市町 適用 8時 1I ，応設急住宅仮 生芯急宅修理の
炊き出し等食品の玲与 飲料水の供玲

被の給2写与，｝1! 学の給用品与 II 死 体 の 捏 索
期 間延人員 1期 間延人員

災害救助費
人数期 問

5/2620⑬O＼ I ！ が→
G古

囚 I¥A、)
47S凹＜干1円菩美町 70 

桓代市 5/288:00I I I 40 315 5/26-5/21 l、5蕊 5/26-6/JO 357，燭 I 改 望戸/!5，1 315.410 

男鹿市 “ I 10 5 5/26-6/l !03, 126 I I四 I5／蕊～6/20I お．269

l 
i 

17 i I w 八森町 ” 2 I 8 5/26-5/31 313 9j 5／お～ 6/15 45.945 

34 

ぅIべ這町1” i l 15 27 I I l l 4 5/26 I お.371

9 I !k田市！珈 lO:00 ; I 1 l I ! 2 5/26ー7/3 4i06 

l窓和町16/3 !2.OOi l ̀  S , i l 
l I I 

5認

井川町15/6 l7:OOi i ， 3 I I I I 琺迅
＂I と本町＇I 6 /ll 15：co ' 1 i 2 I | ! I I I 392 
l,市町 l 

， 祁4 i.9Ol 硲0$06 9l l l i l7 I (79) 
9々っ4 463.575 | ら

（甲 死体の揆索（）数字は災害救助法送用外の“浜村の 5人を加えた数字である。



0激甚災杏の指定

秋田県では、今回の災害規模および財政規模からしても「激甚災害に対

処するための特別の財政援助等に関する法律」に非づく激甚災害の指定を

受けることが、早期復旧対策に不可欠だと判断した。このため規模の大き

い股地被害冬農林水瓶業の共同利用施設被害、港消などの公共土木施股、

住家さらには商工被害などの甚大なことから、激甚災害の指定とそれに伴

う各種廊資制度の適用、梱登条件の緩和などについてャ国に対して強く働

きかけた。その結果、 7月1日の閣躁において正式決定し、 7月5日付で「日

本海中部地霰についての激甚災：；加の指定及びごれに対し適川すべき捐置の

指定に関する政令Jが公布され、秋田、音森両県に対して、激甚災害とし

て正式に指定された。

これによる指定の内容および措置は勺同法第5条（牒地等の災害復旧事

業等に係る補助の特別措罰）、同法第6条（農林水産業共同利用施股災害

復旧事業閉t/J)補助の特例、同法第22条（り災者公営住宅建設那業に対する

補助の特例）及び同法第24条（公共土木施設、牒地及び股棠用施設等小災

害に係る地方使の元利補給等）による措置が請じられることとなり、災害

復旧事業がいっそう進捗されることになった。
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要望評関係の取扱い

各関係機関に提出した要望および意見郡は次のとおりである。

昭和 58年 6月 2日

秋田市長高田飛次

日木海中部地霰災害復旧等に対する助成措四の要望帯

昭和 58年 5月26日発生した日本海中部地霰により甚大な被害を受

その復旧には多額の財政需要を来たすことが予想されます。このため

は、早期復旧に全力を尽くしており、関係機関においても下記の項目に

いて特段のご高配を賜わりますようお願いいたします。

記

1.激甚災害の指定

2.普通交付税の繰上交付

3.特別交付税の増額配分

4.災害復旧事業に係る災害査定の早期実施ならびに

予算枠の確保

5.災害復旧事業の起偵枠の確保

6.各種制度究金の条件緩和

7.秋田港の早期復旧

8.公営企業の災害復旧事業の扱助
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昭和 58年5月27日

秋田県知市

佐々木喜久治

昭和58年日本海中部地霰による被害対策について

昨日正午ごろ秋田沖約160キロの地点において、マグニチュード7.7の

地裳が発生し、ただいままで判明した被害は、死者34名、行方不明者47名、

負傷者42名にのぼったほか、住家はじめ、道路、堤防、港湾等公共施設に

甚大な被害が発生しております。

このため、県としてはその救援、復旧に全力を尽くしておりますが、国

においても当而次の事項の実現について、特段の御麻配を賜りますようお

願い申し上げます。

1.天災融賓法の適用と激甚災害の指定

2.普通交付税の繰上交付

3.特別交付税の増額配分

4.公共土木施設、農林地・農林漁業用施設の災害復旧事業に

係る災害査定の早期実施並びに予符枠の確保

5.各種制度登金の条件緩和

6.県内国鉄線（奥羽本線・五能線）の早期復旧

7.秋田港の機能回復のための財政援助

8.大潟村周辺堤防被災箇所のための財政援助

9.住宅金融公廊の災害復興住宅貸付適用地域の被災地全域へ

(1)適用

10.災害弔慰金の早期支給

11.地震観測網の整備促進
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く秋田県内市長会の特別決談〉

秋田県市長会では、昭和58年8月25日秋田市で開かれた、第101回秋田

市長会の総会において「地霰災害に関する措闘について」特別決談し、

北市長会に提出した。

（特別決議）

地霰災害に関する撒既について

昭和58年5月26H秋田沖を虞源地として発生した日本海巾部地震は、油

波を伴い、本県中央部から県北にかけての地域を直撃し多数の死倍者を!

し、一般住家をはじめ公共施設等に甚大な損害を与えている，このため

害市町村としては、その救援嗜復旧に全力を傾注しておりますが、国に

いては今後この種の災害に対する予知対策等について、次の邪項につい，

措慨されるよう要望する。

記

1.地震予仰休制の1股備について

地震観測の第一線である気象庁の測候所地霰プロパーの観測貝を気象

測と兼職とせず専門朦とすること。

また、海底地裳計の設四や測地測餓の繰り返しなど観測を強化し、地

予知のための観測体制整備など対策を講ずること。

2.法体系の整備について

現行の災害関係法令は全般的に火災・風水害にポイントをおいたきらし

があり、地震・津波災害はそぐわない面があるので法休系の整備を講じ

れたい。

（例）災害救助法適用の甚準の中で地裳による家屋の全瑣葺呼壊、一部．．

損等の分類にまぎらわしい部分があり迎Ill:•こ難がある。

3.財政措四について

(1)水道施設復1Hの補Jl}J簡問の拡大について

団の水道施設災害復旧調査要領に定める基郡頷（現在給水人口 X100 

を引下げ補助範I団を拡大すること。

(2)公営ガス事業の災害復旧に対する助成対策について
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イ 災害復lH佃の対象範間の拡大並びに償還期限の延長及び金利の

引下げをはかること。

口 災害復旧慨の当該年度における元利償還金の2分の1を特別交付

税の対依とされるごと。

ハ 地方公営企業法第17条の3により一般会計から企業会計に補助金

を拠出した楊合、当該補助金に対して特別交付税の対象とされ

ること¢

(3) 公共上木施設及び農業用施設災害復1日の早期完成について

公共土木施設及び農業用施設災害復旧工事に当って、 3年を目途に完

成されることになっているが、今回の災害は特に市街地に集中してい

ること、また、農業用施設についても一日も早い復旧が待たれること

から、昭和58年度の国府負担枠を増額し巣年度で完成出来るよう捐四

されること。
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く東北市長会の特別決艤＞

東北市長会では、昭和58年10月27日ー関市で開かれた、第103回

長会の総会において「地霞・律波対策について」特別決談し、全国

に提出した。

（特別決躁）

地震・津波対策について

昭和58年5月26日発生した日本海中部地震は、津波を伴い行森県、

県、山形県を中心に多数の死傷者を出し、一般住家をはじめ

甚大な損害を与えたところである。

このため、被害市町村は住民と一体になって災害復旧に全力を傾注

いるが、これら災害復旧事業については、国の助成撒間があるもの

制度では十分でなく、財政基盤の脆弱な市町村にとって極めて大きな

となっている。

よって、災害復旧事業を促進するとともに、日本海中部地鍔を救訓

土の保全を回り、災害を未然に防止するため、次のとおり拍四された

記

1.災害関係法令について地鍔・泊波による災害の実態を十分考成し

体系の整備を請じること。

2.上水道施設災害復旧に係る国瓶補助対象笥問を拡大すること。

3.公共土木施設及び農業用施設災害復旧工事にあたっての国の

3年を目途に完了されることになっているが今回の災害は特に

集中していること、また屈業用施設についても一日も早い復旧

ることから、昭和58年度の国朋負担枠を増頷し巣年度で完了出来る

措四すること。

4轟農林水産省、建設省及び運翰省所管の海岸保全施設幣備事業によ

岸堤の設罰等がそれぞれ進められているが、律波災害をも防止でき
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造、エ法等を確立し、これに伴う印業襲の増については国において措門

すること。

5.低地等の浸水対策工事｀住宅の高地への移転及びこれに伴う用地の造

成整備工事等の諸対策と財政扱助措府を確立すること。

6.住民の避難場所、避難道踏の確保、情報伝達贄通信設備の整備等の市

町村市業に対し、起俯、補助制度等財政措置を充実すること。

7.気象庁の測候所における地窟の観測貝を気魚観測貝と兼務にせず専門

職とすること。

また、海底地漿計の股四潮位観測所の増設及び測地測最の繰り返し

など、地裳・沖波予知のための観測体制整備の充実を図ること。

以上決議する。

く全国市長会の要望＞

昭和58年12月1日開かれた全国市長会理事評議員合同会議において、下

記について要望することを決定した。なお、要望先は総理大臣、大蔵省、

厚生省｀農林水産省、建設省、自治省、消防庁、内閣官房、国土庁、地方

制度調究会長ャ特別調査会長、各政党役貝などである。

消防・厭防災対策並びに災害復旧に関する要望

il1防・防災対策、災害復旧の重要性に鑑み、国は、次の事項の実現につ

き速やかに撒閻されたい。

氾

1.消防防災対策について

(1)消防防災無線通僻施設幣備補助金の補助限度額及び補助率を引き上

げること。

(2)人口急増地域での消防施設股備に係る国朋補助特別捐罰の適用期間

を再延長すること。
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2.地猿防災対策について

(1)地震観測体制の拡充を図り、早急に各地域ごとの地裳予知休制を

立すること。

(2)地霰防災対策強化地域をはじめ、主要地城に総合防災基地センタ

を建設すること。

(3)大規模地震対策特別措匝法に甚づく地震防災対策強化地岐の

首都閥直下型地震をも考應してOO東一円に拡大すること。

3.檄甚災害復旧について

(1) 国脈補助の交付決定を速やかに行い、早期苅工を回ること。

特別交付税の配分にあたっては、一層の配、意を図ること。

(2)補助災害復旧事業に対する地方慨充当率を、現年災及び過年災と

100％に引き上げること。

(3)単独災害復旧事業に対する起債を速やかに決定すること。

(4)上水道及ぴ簡易水遥施設の災害復旧事業に対する補助制度につい

「激甚災害に対処するための特別の財政扱助にじりする法作」に準じ

改普を國ること。

(5) 公共土木施設災害復旧事業及ぴ農地股業用施設災害復旧事業に係

設計委託喪の甚．？｛りを改め、補助率を改める等、補助内容の改普を［乳

こと。

以上要望する。
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5.地裳相談所の設岡

＊ 

5月27日午前9時30分に5回目の秋田市防災会誂を開き、復旧状況の情報

交換を行った。さらに、正午からは緊急部局長会誂を開き復旧状況の報告

によって、全市的に個人住宅などに大きな被害が生じていることが分かっ

た。したがって、市民相談所内に「地震相談所」を設置した。

これによって、相談業務窓口の一元化をはかることにし、市民の不安と

苦情を解消し自力復旧を援助するために、被災者に対する融資をはじめ個

人住宅や地盤沈下．陥没した宅地の復旧、税の減免などの相談を開始した。

相談所の棉成は、市民相談所の職貝6人苓建第住宅課1人、福祉部民生課

1人、合計8人である。なお、業務内容は主に被害家屋の建築相談、技術指

導、礁究あっせん、プロック塀の処理相談、水道、ガスの被害復l日相談な

どである。

地震相談所で受け付けた相談件数は勺家屋の傾斜・破損が 1位で854件、

次いで地盤沈下・陥没が649件、税の減免相談が436件、外壁落下324件、

プロック塀傾斜・倒壊が292件と続き｀その合計相談件数は3,789件 (8月

3 1日現在）に達した．

なお、受け付け人数は5月が497人、 6月が1,109人、 7月が161人.8月が2

7人の合計1,794人であったささらに、り災証明貫の交付件数は、 5月131件、

6月1,286件、 7月420件、 8月121件の合計1,958件であった。

地裳相談所の内部処理要領は、次のとおりである。

くプロック塀〉

0個人のものについては業者をあっせんする。

0地城的集団のものについては、町内会、グループ等で処理、運搬

用自動車は、市で無料提供する。

く水道膏ガス＞

〇担当局と相談所で受け付け、相談所は両局の専任担当者（電話・

戦貝名を明確に）へ通報することひ

くごみ処理〉

0地震に伴うごみ処理については、御所野事業所は無料開放とする。

くその他＞

各部局で受け付けしたもののうち、所管のものは担当部局で処理し、
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なお、

それ以外のものは、相談所へ通報する。

5月27日から 8月a1日までの地震被害相談内訳は、次の

りである。

地席被害相談内訳

種別

家屋傾斜、破損

プロック塀傾斜、例攘

地滑

外壁落

水道湖

地盤沈

農道

道 路

側 溝

蔵

舗

廂

5/31 8/31 

306 506 

107 19 

り

下

水

、陥没

陥没

陥没

陥没

傾斜

破損

破 損 1 4 
陥没 1 

税（減免）の相談

ガス淵

その他（タイル、戸破損）

合 計

71 43 ー

22 ー

下

の ー

の 23 10 

の 8
 

3
 

I 
·—-ゴ

-- I 

＇ 
l ·—-—.., 

土 の 21 

店
＿
倉

の 12 
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田 の

3
 

240 

6/30 

164 

209 

26 

360 

24 

25 
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36 

ー

4
 

43 

2
 

ー

れ

1
-
3
 86 

909 

416 

7
 

,―  
19 

ー

604 I 250 
I 

2,368 I 418 

6
 
2
 

78 

94 
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移動地霰相談所の開設

移動地震相談所については、特に住宅被害の多かった新屋、茨島地区を

巾心に3か所で開設した。

開設楊所は、 6月6日午後6時30分から新屋松美ガ丘町内会を対象に、勝

平地区コミュニテイセンターで行われた。相談内容は税関係、災害援護賓

金、道路、下水道など30人が訪れた。

西部公民館では、 6月7日午後6時30分から行われ、税関係や金融相談な

ど130人が訪れた。また、茨島双葉町内会館では6月10日午後6時30分から

行われ、中小企業蘭登、扱護登金、災害の認定など30人の市民から相談が

あった。

なお、この移動相談には、秋田県建築士事務所協会および秋田県建築士

会中央支部の協力を得たほか、財政部、市民生活部、産業部、建設部、都

市開発部などの12課所14人の戦貝があたった。相談状況は次のとおりであ

る。

移動地震相談所の相談状況

場所、日時 相談者数 主要内容

勝平コミュニテイセンター 0税関係 8件 0災害扱護 6件

(6/6 18:30) 0建築指導9件

30人 0住宅金懃公廊 12件

西部公民館 0税関係 33件

(6/7 18:30) 0金融相談 27件

0 リ災証明 20件

0住宅金廊公廊など 2g件

1 3 0人 0道路など 12件

茨島双築町内会館 0税関係 10件

(6/10 18:30) 0災害扱護登金 5件

0中小企業融究 5件

30人 0住宅関係 10件

A ロ 計 1 9 0人 1 9 5件
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m. 被害状況の概要

1.全体的な被害状況

秋田市内における被害では、地震と津波によって3人の祁い人命が失

れている。また、煎軽傷者53人、住家の全半懐が305棟、そのほか秋田

道路、水道、ガスなどの被害があった。

その被害額は、公共施設関係1,244,583千円、一般住宅閃係2,886,

円、商工業関係2,127,700千円、農林業関係389,150千円｀その他（泄湾

福祉関係） 31,763千円、総額6,679,796千円にのぼった。

日本海中部地霰被害額状況

0公共施設関係

道路 橋 り ょ う 関 係

下水道施股関係

上水道施設関係

簡易水道施設 OO係

ガス施設関係

学校施設関係

社教・休育施設関係

その他公共施設関係

計

0一般住宅閃係

住家 全壊

半照

一部損壊

非住家

ブロック塀等

ill・ 

103個所

42個所

221個所

11個所

121個所

40校

1墳渭梵

42施設

35件

270件

691件

243件

555件

1,794件
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(58. 9. 8最終）

463,349千円

60 1, 1 0 2 

30,019 

2,310 

8,293 

113,580 

6,968 

18,972 

1,244,583 

252,000千円

1,296,000 

995,040 

252,960 

90,600 

2,886,600 



轟

0商工業関係

0農林業関係

1,644件 2,127,700千円

水稲 26ha 

股林業施設 51件

農業倉匝保管米

計

0その他（港湾関係福祉センター他 2件）

合 計

2.死傷者の状況

2,600千円

384,860 

1,690 

389,150 

31,763 

6,679,796千円

地鍔による死亡者は、秋田県内で83人であったが、そのうち秋田市内で

は 3人の犠牲者がでた。死因は広告塔が例壊し、その下敷きによるものが

1人と津波による水死が2人である。

市内での死亡者

加賀屋信子 (48歳・主帰）土崎泄中央五丁目 5-22

（デパートの広告塔が例壊）

莉橋 文雄 (36歳・会社貝）新屋勝平町14-45

（泊波により釣り船が転覆）

高橋謙次郎 (48歳・鉄工所経営）新屋勝平町3-26

(II 、北海道豊補で発見）

津波による死者は、＇雄物川河口で乗っていた釣り船が高波にさらわれた

ものである。釣り船には5人が乗っていたが、そのうち2人は自力で脱出し、

1人が直ちに遣体収容された。残る 1人は行方不明となった。行方不明者の

遺体は、地倭発生から 35日間約450キロメートルi漿流し、 7月2日北海道虻

田郡豊浦町沖で漁船によって発見された。

なお、秋田県全体での死亡者83人のうち79人は、津波による犠牲者であ

った。また、男鹿で磯釣り中の 1人と能代港で港湾建設作業に従事してい

た1人は秋田市民であった。

三沢 弘 (46歳）男鹿で被災
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佐藤皿治 (57歳）能代港で被災

0負傷者の状況

負傷者に関しては、秋田市医師会が独自に救急愚者の状況について

した，その結果によると地震による救急恐者は104人であった。悲者の

名は次のとおりである。

く内科系〉 く外科系〉
t 

血圧 上 昇 2人 創傷 28人

洞 頻 脈 1人 打揆 22人

精神的ショック 4人 捻挫 3人

メ マ イ 5人 骨折 13人

腹 痛 1人 脱 臼 1人

筋断裂 2人

熟倍 5人

溺水 2人

その他 12人

3.住家被害の状況i

秋田市全城を聾った猿度5の揺れは、住宅に大きな被害をもたらした。

被害は市内全域に及んだが、特に新殷表町、同元町、同松美町などでは：

中的な住宅被害が発生した。その災害の原因としては軟弱な地繋に加え、

流砂現象と見られるものが多数散見された。

被害住家戸数は、全懐が35戸、半壊270戸、一部損壊が691戸であっ

したがって、被害額は、全壊の252,000千円、半棟の1,296,000千円、一

損機の995,040千Pi、さらに非住家243件252,960千円、プロック塀等555

90,600千円で、住宅関係の被宵総領は1,794/11'2,886,600千円程度となっ

いる。

なお｀被災住宅の復興には、住宅金融公廂の災害復興住宅究金等の懃

あっせんを行ったが、市としても肌独で「日木海中部地震被災住宅復旧

究取扱要網」を定め、低利の蘭究を実施した。
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日本海中部地霰被災住宅復旧融究取扱要綱

1．目的

日本海中部地魏によって被災を受けた本市の一般個人住宅に対し、復旧

に必要な究金を融究するな

2.対象

敵登の対象者は、本市に在住し住宅の半猿以上の被災を受けた住宅の所

有者とし、 58年度の市民税の課税棉準額が400万円以下の者とする。

3.羅究の限度

釉資は、全壊の場合は240万円以内とし、半壊以上の楊合は160万円以内

とする。ただし嘔災害援護汽金の貸付を受けた楊合は、その金額を控除す

る。

4．供還期間

紬衰の傲還期間は10年とし、据闘期間は3年、据四期間経過後7年間で元

利均等により毎月償還する。ただし、据囮期間そも利息は毎月払とする。

5.利子補給

借受人に対する年利は4％とし、これを超える利子については市が補給

する。

6.保証人及び添付書類

保証人は社会的信用のある者1人とし、資金釉究申込害に借受人と保証

人連名で記入し、 fIl辮証明書を振付のうえ、秋田市長に提出すること。

7.取扱金融機関及び融資の申込期間

融登の取扱は秋田市内の秋田銀行名営業店とし、申込期間は昭和58年7

月1日から昭和58年9月30日までとする。

設 定・昭和58年6月23日 担当課・秋田市都市開発部建築住宅牒
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0市営住宅の被害状況

地箆発生と同時に市営住宅20団地1,853戸の被害調査を行った。その

果10団地19か所に被害を発見されたが、入居行の生活に支防をきたさな

ように応急対策を請じた。

なお、特に被害の大きかった横森団地4棟96世帯については．恒久的

復旧と強化対策を請じた。

市営住宅の被害状況

団地名 I区分 1 被 害 内 容

横 森 I中府酎火 I
玄関階段落ち、水道管破裂、排水管破裂、送電線

ケープル切断、床下排水管破裂、団地内敷地沈下

清水町簡易酎火水道管破裂

高 野中肝酎火団地内敷地沈下

広 而中府耐火浄火槽破損

金砂町簡易酎火水道管破裂

牛 島簡易耐火便槽破損、床陥没

上野町簡易酎火屋根破損

外旭川簡易酎火水道管破裂、高架水槽一部破損、ガス管破裂

4.被害集中地区の状況

前述したように、住家の被害は全壊35棟、半漿270棟、そして

が691棟にも及んでいる。このうち、特に被害が媒巾した地区は、

町、新屋松美町、茨島二丁目、仁井田蒋見町、牛島西三丁目、

広而樋口、楢山大元町、新展比内町，仁井田小中島などである。

これらの土地は、いずれも昭和40年代ごろから埋め立て造成され

である。秋田大学鉱山学部の狐綺長瑣助教授は、被害が狼中した地成を

のように分析している。

(1)埋め立て地には、特に被害が集中した。これは完全に地盤破漿型

属する。
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(2) 水田からの逍成地も地盤破猥型であるが、孤立分散的で狼中規模は

小さい。

したがっていずれも、河川敷や低湿地徘あるいは水田を埋め立てした

地盤軟弱地帯が、大きな被害に遭っていることが分かる。

住家被害の集中地区

場 所 被害戸数 造成年代 被 害 状 況

新屋元町 112 昭 7 亀裂、噴砂、陥没

(6. 9~13.16.17. 21. 22) 

茨島二丁目 52 7 II II 

新歴松美町 22 30 ” 噴砂、陥没、滑り

仁井田餅見町 19 41 ＂ ” ” 
牛島西三丁目 14 50 II ” II 

広而樋ノロ 13 4り ” II 11 

『｛陽背柳町 (15) 13 39 咬砂、陥没

飯烏長山下 11 16 亀裂 ” II 

寺内蛭根 11 46 II II II 

横森五丁目 11 42~49 ” II ” 
楢山大元町 (9) 10 30 ” ” ＂ 
新歴表町(13) ， 20 II 

＂ 
II 

仁井田小中島 g 11、40 ” ＂ 
II 

東通明田 ， 40 亀裂、 陥没

手形大松沢 ， 44 危裂、咬砂、陥没

新歴比内町(10) 8 40 II II II 

新屋比内町(11) 7 47 ” " ” 
広面昼寝 6 48 II ” ” 
飯島水尻 6 明～ ” II II 

広而屋敷田 5 46 噴砂、陥没

『日木海中部地震とその災害』の中の「秋田市の地農被害の特徴」

（孤崎長瑣秋田大学助教授）より。
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5.商工棠関係の被害状況

商工業関係の被害については、 1,643{11:、総額2,127,700千円にのぼっ

いる 3

このうち、本金＂ジャスコヤ三菱自！胆れ、ホンダ自動車、セメント

5社の 9件被害額187,000千円、中小企業閃係が1,634件l,940,500千円

なっている。

なお、中小企業の内訳としては、商業1,170件1,562,600千円令

57,200千円、飲食業345件179,000千F]、連愉業7件15,200千円、

業50件126,500千円となっている。
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IV. 公共 施 設 の 被

1．囀上木施設の被害と復旧

0道路・橋梁

とそ笈 I日

今回の地霞による、秋田市内での市が管理する遊路・橋梁の被害につい

ては、道路98か所、橋梁5か所、被害総額は約463,000千円にのぽった＂被

害状況は地震に伴う地盤の沈下、隆起に起因した陥没や路肩欠壊が主なも

のであった。

橋梁については、橋台の一部に亀裂が生じた程度で通行に支障はなかっ

迄以下道路・橋梁の公共土木施設の被害状況は次のとおりである。
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公共土木施設の被害か所(12月9日現在）

54 

NO l 路線名・地名等 被害状況（数・蓋等） NO 路線名・地名等 被害状況（数・醤等）

1 I大清水堀内線（第一） 路肩破壊 L =150m 12 萱岡線（第一） 1 車道埋没L=17m 
金足財ノ浜地内 W=8.7m 八揺大沼町地内 W=5.0m 

2 | ” （第二） L = 200m 
131 

II （第二） L=7m 

” ” II ， W=8.7m I! W=5.0m 

i福田楊崎線 I L =1,300m 
14 

反町紛沼 1号線

I 
L =17m 

3 金足福田喝埼地内 ” ” W=9.6m ” W=6.7m 

1福田吉田線 I L =30m 
15 

原ノ町新川向線 L = 150m 

4 金足福田地内
II ” W=7.0m 保戸野千代田町地内 W=4.5m 

5 
都根線 車道埋没 L =150m 16 

川尻土崎線 歩道埋没 L = 200m 
下新城青崎地内 W=5.3m 八楢片田添地内 W=3.0m 

岩城2号線 I L =40m 
17 

中央通線（第一） L=30m 
6 , 下新城岩城地内 路肩破壊 W=4.om ” 中通四丁目地内 W=1.0m 

71古川添上中島下線（第一） 車道埋没 L = 100m ” （第二）
I 

L=30m 
18 II 

土崎港西三丁目 W=6.2m II W-=4.0m 

8 | ” II （第二） ＇ 
L =lOOm I茶町線 I ， L =92m 

” 19 大町五丁目地内 車道埋没 W=9.0m W=8.0m 

19 I家の下古川添上線

” 
II 

L =150m 
W=8.0m 

I 20 I四丁目括線
II 

1
 

” 

10 ¥ ＇l 通学路線
寺内油田地内 I1 

L = 350m 21 Il 向馬口労町線 1路肩破哀 L== 80m 
I ” W=6.0m 楢山登町地内 W=7.0m 

油田線

I 
L = 150m | ＋軒町線 I L =50m 

11 ” 22 器山南中町地内 車道埋没 W、 =8.0m 
” W=6.0m 

L工口W=7.0m 



: NO ！ 路線名・地名等五被害状況（数•最等）

口口境孟悶見四竺］車道埋没孟□こ
I 241 II 3号線

□ -I II 

L=20m 
W=6.0m 

26 1 
n 5号線

”―
 I 

27［茨島1号線
茨島二丁目地内l

• 9 

28 | 茨烏 2号線

, '， 地内 1

29 1茨島19号線 I 
JJ 地内！

”
 

” 

L=30m 
W=6.0m 

・ L =lOm 

” 

II 

” 

W=6.0m 

L=45m 
W=8.0m 

L=50m 
W=8.0m 

L=30m 
W=8.0m 

39 

卸団地5号線 I L=80m 
30 1 ”  疇野橋北ノ方地内 W=4.0m 

31 rw.島牛島線 1路肩破壊 L=i00m
牛島西三丁目地内！ w＝8.0m 

臨沼医学部支線 l 'I L=36m 
32 l 

広面諌塚地内 W=7.0m 

33 ! ｀窃瓶町 3号線 I車道埋没 L=28m 

を 広面釣瓶町地内， W=4.7rn 

：：二は晶竺）等 i 車~：：没亨二］
35II 巴三□9地内 I I! ：三l

I361楢山大元：：：元町地内 1路 肩 破 壊 孟 二 I 

I 
1371太田町桜 2号禄 I l1 L=60m 

横森一丁目地内 W=7.0m 

叫桜本線（第；；四丁目地内 1 ＂ 孟：冒m

f1 （第二二丁目地内 1 /9 と□旦:
千秋の丘松崎団地1号線 I L=→,00m 

40 1 ”  下北手松崎地内 W=9.()m 

l叫牛島西三丁目 2号線 1車道埋没 L=50m
牛島三丁目地内 W=6.0m 

42 1四ッA‘讐□：中島地内 1 ,J 孟：冒m
: 、

仁井田小桜線 I P L=60m 
43 I 仁井田小中島地内 w=6.0m 

447松美丘3号線 I n L=28m 
新屋松美町地内 I W=8.0m 



NO 路線名・ 地 名 等 i被害状況（数・墓等） l 
45 松美丘13号線 車道埋没 L =108m l 

新屋松美町地内 W=6.0m 

461 ” 20号線 L = lllm 
JI 

II W=6,0m 
口西三条線 ＿ ＿ i 

< 新屋元町地内 1
II 

48 1 
'西一条線

， 

49 I 
大川端10号線

” 
5
6
 

50 
1西三丁目小路線

壊破

＂ 
立
口下梁橋

；
ー
↓

~,1.1ー

！

内

所

所

地

箇

箇

根

5
0
1

堰城

線

新
寺

下

林閥

災

災

根

路

梁

堰

道

橋小

計

”
 

” 

II 

II 

II 

L =540m 

W=7.6m 

L =lOOm 
W=8.0m 

L=53m 

W=7.0m 

L =lOOm 
W=8.0m 

L =168m 

W=3.0m 

（全体額） I 
補助申請分」



0復l日

市道および橋梁については、建設部が中心となってパトロール班を絹成

し、被害か所の発見に努めた。さらに、市内の除排雪対策のため地成ごと

に配四している関係業者を動貝し、被害か所の確認と応急復Inにあたらせ

た。

地裳発生後、賂而の隆起、陥没あるいは亀裂等により通行に陪害のある

か所については、パリケードや注意板を設四して二次災害防止をはかった。

したがって、地展当日の夜半までには、被害の大きかった数か所を除いて

応急復旧を終え通行が確保された。土木関係復旧状況は次のとおりである。
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土木関係複旧状況

区 分 被 害

舗 装 工 31,863 nf 

排 水 工 4,651.4m 

雨 水 桝 73か所

然 水 桝 147か所

稲プロックエ 277 nf 

擁 壁 工 489 m 

法 覆 工 371 m ， 

タイロット取付 8 組

橋第腹付エ ー式

2.下水道施設の被害と復旧

公共下水道関係における被害状況は、道路の損壊に起因するもの

んどで、幹線管策の延べ600メートルが不邸沈下を起こし、目地破担

所・マンホール80か所などであるもまた、下水道の終末処理嶋におい

配竹目地破捌，管廊伸縮維手破躾等の程度にとどまり、処理機能には

んど支障がなかった。しかし、ポンプ施股において土脩ポンプ楊で

殿池のかき寄機が（碩斜したほか、排水設備の外構施設等に被害をうけ

なお、都市下水昭、排水施設にも管目地破摂や喪岸ブロック(})

被害があった沿被宵総額は、 42か所601,092千円であい3たヵ

0復旧

下水道施設は道路等の被害に伴うものと、下水道そのものの管略等

害をうけたものがあり、この被害の確認に困難をきわめ、テレビカメ

利用をはかるなどして調査した必ごれらに猜づき復旧対策を購じたが、

民生活等には直接影岬を及ぽすような被害はなかったので、陀踏等の

没防止捐四などを応忽復旧しているわ

被災から復1日に至る状況は次のとおりである。
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貝人町

JOー6
 

＇ 
（
 6

 
2
 

>
裔

全道
名

栂

＜
 ．
 

？
 

ヽT

目のらか孔人

濶究方法

管内からの目視
8,990 

49,730 (270) 

人孔からの目視・流下状況
1,220 

1,850 

5/27~6/8 

5/26~6/8 

TVカメラ
-630 58.6.5 

そ の

1,850, 

他

◎600以上＇
人孔からの目視・流下状況

6/1~6/2 

47,610 

48,110 

5/27~6/10 

管内からの目視

人孔からの目視・流下状況

500 

48,110 

173,140 

186, 310 

13,170 

TVカメラ
186,310 

6
 

2.4 

(3) 

,1,069 

(285) 

6/5~6/6 

7/26 

6/1~6/10 

5/31~6/9 

8/3~8i12 

g
 

139 

その他

流下状況

TVカメラ

その他

30ヶ所

147ヶ所

5/27 3
 付 管

孔
目

8,950 

8,950 
93ヶ所 ． 

L~----

）目礼後TV澗壺した箇所は、 TVの項目のみに計上

取付管 (TVカメラ）の被災状項は本管のTVカメラより判断
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3.秋田泄の被害状況

秋田港では、 25パースのうち20バースが液状化によって陥没、隆起、

裂がいたるところで発生した。被害を受けた公共施設のなかでは、最も

きな被害であった。その被害額は8,800,000千円にものぽった。地裳動に

より盛土した地盤が腋状化を起こし、構造物に被害を及ぽした。岸壁、

楊蜀、護岸、エプロン、臨泄道踏などの危裂、沈下、陥没が起こリ、さ

に315トンクレーン（アンローダー）の傾斜、倉匝床の陥没、ボックス

ルバートのずれや砂斯などの被害が発生し、港箔機能の80％以上がマヒ

態となった。

その中でも、特に被害の大きかったか所は、セルラーブロック稲造の

島1号岸壁で、取付部や岸壁が40メートルにわたって崩壊し、エプロンり

下陥没、アンローダーの倒壊中島3号岸壁は、はらみ出しやエプロン沈

などにより使用停止した。また、鋼矢板構造の大浜2号、 3号船頭では、

延長370メートルにわたってエプロンが沈下し、上部エが一部水没、控

前傾崩懐、網矢板の滸ll[1などでも使用不能となった。さらに外泄地区で1
両端のセリ出しとケーソンが海側に1.6度も領斜、そのほかエプロンが

延長270メートルにわたって背後9メートルの幅で沈下した。一方、向浜

号、 2号岸壁でも網矢板が商曲し、上部エの傾斜、エプロン沈下の被害

うけ機能停止した。秋田泄における地席の合成水平）J11速度は2,20gaQ

記録したが、前述のように背後を埋め立て盛土したエプロン、岸腋であ

ために腋状化によって、そのほとんどが砲裂、陥没し、いたるところで

砂の痕跡が見られた。秋田消の被害状況は次のとおりである。
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表1. 秋田港の被害概要

甜号 施 設 名 延長(m) 完成年度 構 造

1 外港ー13m岸壁 270 1978 ケーソン

2 東北霜力 l• 2号ドルフィン 92 1970 鋼矢板

3 秋田製錬ドルフィン 40 1971 鋼矢板

4 大浜ー!OmI号岸堕 185 1970 鋼矢板

5 大浜ー 4.5m I号岸壁 60 1976 鋼矢板

6 大浜ー 4.5m 2号岸壁 60 1976 鋼矢板

7 大浜ー!Om2号岸壁 185 1976 鋼矢板

8 大浜ー10m3号岸壁 185 1980 鋼矢板

， 中島 3号岸壁 185 1971 鋼矢板

JO 中島 2号岸壁 185 1967 鋼矢板

i l 中島 1号岸壁 161 詈（復工Ill)
セルラープロック

1973 鉄及筋び錮コ矢ン板クリート12 北埠頭A岸壁 122 （改良工項）

13 北埠頭B岸壁 220 （改良197工8事） 鋼矢板

14 秋田一 3m物揚場 142 
1939 L型鉄筋コンクリ

（改良工碩） ート

15 南埠頸C岸壁 210 1967 鋼矢板（改良工事）

16 南埠頭D岸壁 90 （改1良97工4事） 鋼矢板

17 下浜ー 4m物揚場 133 1969 鋼矢板

18 下浜ー 5m岸壁 345 噂軍（改良 ） 鋼矢板

19 下浜ー 3m物揚場 60 （改1良98工2事） 鋼矢板

20 下浜ー 2m物揚場 120 1969 鋼矢板

21 寺内埠頑岸壁 200 1963 
プレパクトコンク
リート

22 向浜ー 7.5 m I号岸壁 130 1978 鋼矢板

23 向浜ー 7.5m 2号岸壁 130 1972 鋼矢板

24 東北製紙ドルフィン 41 1971 コンクリート矢板

25 向浜ー!OmI号岸壁 185 1973 鋼矢板

26 向浜ー10m2号岸壁 185 1977 鋼矢板

27 向浜ー10m3号岸壁 185 建設中 鋼矢板

（注）番号は第 1図の番号に対応する。図中のーは被営がなかったことを示す。
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ケーソン・
鋼矢板 上 部 エ エプロン そ の 他セルラープロック

両法線端ずはれらみ出し ／ 傾斜 最大 1.8m沈下 泊地設岸はらみ出し，ダ里ーfi出場電内はクラック上，道路はいたるところで
波状変形，アンロ ・給ヶプル・ 屋・ペルトコンベア

一 な し

/ な し

/ な し

法線はらみ出し 一部傾斜 沈下 な し

/ 法線はらみ出し 一ク部ラ傾ッ斜ク・ 沈下

｝野積場内クラック・波状変形，道路も波状変形/ 海側に大きでく折湾損曲・ 30mにわたり水没・ 全陥面没的に沈下・
一部水中 傾斜

/ 一ら部み湾出曲し ・法線は 一部傾斜 陥2没号寄り沈下・

/ 一部はらみ出し クラック 全面的に沈下 野積場クラック・波状変形，給水施設・上屋

一部傾斜 一部沈下 アンローダー・上屋

一は部り崩み壊出し 一一一部部崩傾壊斜 ・ 一部沈下 アンローダー，レールの屈曲，上屋背後に多量の噴砂

/ 一部はらみ出し 一部水没 全面的に沈下 野積場クラック・沈下・波状変形

/ 一部道路波状変形

改良部クラック
傾斜・クラック 一部沈下 な しはらみ出し

即出傾し ・法線はらみ 損傷 沈下

｝野積場内クラック・波状変形
/ 法線はらみ出し 一部水没 沈下・クラック

/ 傾斜 傾斜・一部欠壊 沈下 道路波状変形

二 陥没•クラック な し

/ 一部沈下 な し

/ な し

/ 一部傾斜 一部傾斜 沈下・クラック 野積場内沈下・クラック・波状変形- 沈下． 岸野壁積場南側内沈の下向浜・公ク園ラのッ護ク岸沈下・道路一部陥没- 沈 下 野積場内沈下・クラック

/ 一法線部折は損らみ出し・ 一部倒壊 沈下 野積場内沈下・クラック，ペルトコンペア基礎部

/ 変形 2号寄りで傾斜 全面的に沈下

｝野積場内の一部沈下，道路波状変形
/ 変形 一部で傾斜 全面的に沈下

／ 法線はらみ出し 一部で傾斜 全面的に沈下

（注）秋田大学丸山孝彦J/)J教授 I))論文「秋田泄における地姦災嗚」（日本海

巾部地姦とその災古）よリ

復旧予定年度

1983 

1983 

1985 

1984 

1984 

1983 

1984 

1984 

1983 

1985 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1984 

1983 



4.上水道施設の被害と復IE!

市水道局の水違施設に対する被害は、道路の損壊に起因する配水管の破

損がほとんどであり、幸いにも浄水場、配水場およびポンプ場等において

は、直接的な被害はなかった。しかし、新屋ポンプ場が停屯したため同ポ

ンプ楊の配水池の水位が低下し、二次災害に備えて新屋地区の水屈制限を

行い、雷力送電後はただちに 1[］に復して送水を開始した。

一時配水池の水位は、 3分の1程疫に下がった。さらに、市内への水餓が

急増、手形山配水池の水位が下がりはじめたため、水屈確保と淵水多発防

止のためバルブ制御を，行った。

その結果、緊急しゃ断弁が作動し市内の水圧が低下したが、 2時間後に

は一応被害状況が把握されたので、しゃ断弁を全開し送水に努めた。なお、

水道関係の被害領は、上水道施設関係では221か所30,019千円、 flff易水道

施設では11か所2,310千円、総額は232か所32,329千円である。主な被害状

況は次のとおりである。

0主な配水管被害か所

•新屈元町 </> lOOm/m 480m 破損

・大町五丁目那波商店そば </> 200m/m lOOm/m 破損

・外旭川八幡田 接合部離脱

接合部漏水・仁井田大野仁助橋

・大住一丁目

,P 600m/m 

,P 400m/m 

,P400m/m 

,P150m/m 

rf, 300m/m 接合部淵水

5か所破損

接合部淵水

・・港消道路

・八橋大道東 ,P 250m/m 

なお、断水および濁り水の状況については、

断水の状況

次のとおりである。

0発生直後の淵水多発や水圧制限による一26日16:00-18:00

市内莉台200戸

0新屋ポンプ楊の停電によるー 26日16:00-22:00

新｝冦高台地区410戸

の新屋元町配水管破損による一26日12:10・-29日5:30

新用元町9(）戸
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0本管破損復旧作業による一1~2時間程度の所水地区14か所

のその他アパートなどで受水槽破肌などがあり断水したところがあ

渭り水の状況

市内全城に被害があった。

原因

Q)地震発生による淵水多発によって流猥及び流速に変化を生じ鉄サ

が出た．

②二次災害防止用の緊急しゃ断弁作動、市内直送系ポンプ1台一時倅

による流速変化ロ

③復1日作業による配水管路の部分的制御によって管路内水流が一定

まらない。

また、地震発生日を中心とした前後 8日間の配水餓の変勁は、次のと

りである。

5月23日（月） 104,590対

24日（火） 104,930対平均103,000対

25日（水） 99,460対

26日（木） 123,160対地震発生

27日（金） 118,360対

28日（土） 114,260対平均117,500rrl'

29日（日） 119,840対

さらに、地虞発生日を中心とした前後3日間の時間氾水屈によって

大きな変化があったことが認めることができる，

なお、水道管の被害状況、時間配水艇の調査、応急給配水及び復旧

の状況は別表のとおりである仕

~ 6:l -



付 i 処 Zノーmユ 残 前日よ虹寧 受 付 処冷理 残
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5 2 6 1 2 0 9 1 2 9 2 B 7 1 8ヽ

2 7 
i 

2 9 : 9 8 1 0 7 1 2 0 5 1 2 2 1ヽ， 

！ 2 8 l 1 2 0 9 6. ！ 1 4 5 7 1 1 ~ 5 1 2 5 3. 

2 9 7 1 t 2 と 5 4 6 5 5 4 9 2 

3 0 3ヽ 3 1 8 1 1 5 7 4 1 1 Q 

S 1 i.;. 1 4 i 1 8 ， 5 4 5 0 
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＂寺 Itn.fi仕，オド:fi'.;;_<Z込且拉！塁 （i礼位：点／時）

I 

時
5月 25日 只5発月生 26 日

JIh 12 : 00 
5月2i日

,8 6、ioo 6, 500 ?, 100 
←" ". ， 6. 200 6, 700 1, 05じ 9ク

I 
l o 6, 100 ?, 100 7, 050 ~ ~ ~ 

11 5. 300 6, 050 6. 4on 
ヽ~

12 4, 750 6,350 5, 8on 

13 4, 300 8, 150 5. 25しt

1 4 4, 650 ?， 650 5, 300 っ

l 5 4, 450 ※ 5, 850 5. 350 

16 4, 550 旅mJI故閃 5. 400 

17 5. 050 ク 6. I50 

1 8 5. ？ o o 6, 700 a ? 50 

19 5, 800 7, 200 6. 700 

20 5. 350 6, 800 6, 500 ~ / 

21 5, 3 50 6, 250 5, 800 

22 4, 450 5, 200 5, 3l) 0 

23 3, 900 4, 250 4, 200 

24 2, 800 3, 300 3, 050 

1 1, 950 2, 900 2,500 

2 l, 700 2,800 2, 300 

3 1, 650 2, 600 2, I 50 

4 !, 700 2,600 2. JSO 

5 1, 700 2, 850 ?． 3(lO ＇ 
6 2, 250 3, 500 2, 700 / ~ 

1 4, 250 5, 600 3, 950 

推定
, t 

99, 460吋 123, 160,i l lB, 360が
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R ロ 出"''日1さ9

匝

S 2 9 9 9 

~ 27 9 0 

i 2 8 ， 
5 2 9 1 

s. 9 0 

゜
s 3 9 

゜

災害復旧従事の状況

0直接従亭の局体制

月、日 琺員；；；

5 2 9 ¥ 8 6 

5. 2 7 9 5 

~ 28 8 9 

5. 2 9 Cヽl

i 5 0 5 0 

5.. 3 1 " 

排水羹の状況

0地四発生以前

＾ 
＇ 

5月 2 9日 1 2 l B D Om' 

＝ 
5月27 8 

5月28 8 

1 1 a 8 5 5 

11S6.60 

..*＃デ丹 * m コ
m: 人

2 5 5 0 

1 D 3 0 

1 2 2 5 

1 1 3 

゜ ゜
゜

。

軍両台数

台

2 9 

2 3 

2 5 

15 

10 

9 0 

5月 29日

5月3 0日

5月 51日

込 4'` ボ，容芸 三た地区 戸 四

4 こ3 佃 可臣完町、采田町、比内町
戸

2 1 3 O・ 
浜田、大住町

2 1 0 

2 50 新屋元町、坂昌緑ケ丘 20 0 

怜（ァ・ート）

2 20 
示匡元町、飯島 丘公 25 0 
寺内百三丁目 9ヽ一 ト）

1 新屋元町 2 0 

゜
待 ら 中

゜ ’ 

0応援業者の体制

社 数 従事’者 車両台均（摂西亙含が）

t 

＾ 
台

2 9 117 5 9 

5 9 1 2 5 

" 
2 5 9 4 " 
1 6 63 2 5 

' 2 7 11 

3 ， 5 

0地震発生日以後

12t,102r,/ 5月 23 8.  9 0 S. 0 9 3 m9 

119,250 5月 24 B. 105.430 

1 1 S. 0ヽ0 5月 25日 9 9, 9 5 7 



次に簡易水道の被害状況については、 3地区の簡易水道の配水管に被害

をうけ、一時的に断水状態となった。なお｀金足東部四部落簡易水道に

いて水源地の水位低下が見受けられたので、水源探査を実施し対応した

具体的な被害状況は次のとおりである，

0金足東部四部落簡易水道 (183戸、 833人）

配水管破損4か所

水源地水位低下による揚水量の減少

〇上新城道川簡易水道 (92戸、 370人）

配水管破損4か所

0下浜八田簡易水道 (50戸、 213人）

配水管破損2か所

復旧

上水道は道路の損壊に伴い配水管等に被害をうけたほか、ポン

電により送水を停止したものなどのため市内の約700戸程度が断水状態

なった。また、踊水や流景及ぴ流速の変化等によって市内全域が濁り水

影評を受けた。断水地域に対する応急給水は26日から29日まで延べ

に給水車延べ7台により給水した。

次に簡易水道では、 4ヶ所に被害をうけ金足東部簡昴水道は、発生当日

の配水管の破損により断水となった。このため給水車を出勁するととも

対処の結果5月28日には復旧した。

また、上新城道川では、当日の午後10時まで給水車により給水してお

最終的には 6月7日をもって完全復旧した．なお、下浜八田については

月27日に補作が完了している。

0水道復旧関係経般について

直接復旧工事税

配・給水管など道踏分221カ所28,915千円

浄水場内壁亀裂復IH 1,104千円
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間接経喪

電話など通信喪10,000円、給水週搬借上料36,750円

ハイヤヨ片上及び車両燃料夜257,109円、食糧荻（夜食な

ど） 220,970円時間外手当など人件毀3,022,993円、備消耗

品（写真など） 95,712円計 3,644千円

合 計 33,663千円

※上水道施設災害復II]に係る国匝補助制度（給水人口 X100円以上の被害額）

の適用については、復旧額としては該当するが内容として、道踏分の水道

竹被害中件数で8割、金額で約半額が配水管から分岐された給水管であり、

内容としては対象外が多く該当しなかったさ

〇給水区域以外の簡易水道の被害（市衛生課謂）

配水管破損10か所、水源取水最減1か所の被害があり、その被害額は2,3

10千円であった。

5.ガス施設の被害と複旧

秋田市営ガス局の被害状況については、供給施設の第一、第二供給所に

はほとんど被害がなかった。しかし、地盤不良か所と見られる道路、宅地

における低圧木管、翰送導管や支管などが破損したほか、ガス淵えい及び

差し水によるガスの出が不良等の被害があった。被害領は， 121か所8,293

千円になっている。被害状況は次のとおりであるる

市営ガスの被害状況

項 目 件数 項 目 件数

ガス管調査依頼 8 2 本支管踊れ 1 3 

灯外管淵れ 1 7 ガス栓損併 1 

灯内管漏れ 4 そ~の他 2 5 

取出し破損 4 

メーター i扁れ 5 ＾ ロ

計 1 0 1 
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咀営ガス本・支管復旧状況

施設名I被害易所I復 旧 状 況

餌本管 150AI秋田市土崎港西2丁目 1本管150A4ヶ所折損佗理

” ”
 ＂ 
II 

本管150AX 100A分岐点折損終理

本竹150A折肌（修理

中圧本管 lOOAI秋田市外旭川梶の目 1本管lOOA一部折損倍哩

”
 低圧本管

”
 

：□二iニ□|木管80;；こ差水あり折損畑涵明

につき水取りを行う

本管80AIlh管折机修理

地盤沈下により50A支管匂配不等
”
 低圧管 50AI秋田市寺内児桜

” ＂ 
t
 

号

"合

のため水取り取付け

粕送管200A2箇所折狽倍理

本支管13箇所仰理

0東部ガスの被害と復旧

東部ガス関係の被害状況は、ガス製遣・塑を備でガスホルダーのブレー

固定ボールトが、折損した程度であり迎転には支節がなかった。また、

区敷圧揺および橋梁等の架管か所にも被害はなかった。ただし、地盤不

と思われる数か所でガス導管ラインの破損により、約210戸に対し、ガ

の供給停止を行った。被害総額は約3千万円である。
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東部ガスの被害状況

0本・支符位旗各分）

地先
茨島

個所
横森 桜 川尻開和 石 塚 山王三丁目 その他 計

ネジ部切損
6 3 1 1 1 1 18 31 

＇， 亀裂
l 

抜け出し 2 

゜゚ ゜゜ ゜
2 4 

ゆるみ

゜゚ ゜゜゜ ゜
＇ 5 5 

← 
その他

゜゚ ゜゜゜ ゜゜゜
0内管（宅地・建物内）

個 所 件 数

立上り分立下り管ネジ折れ 32 

ネ ジ 折 れ 66 

ネ ジ ゆ る み 4 

抜 け 出 し 1 

計 103 

ガスメーター（口金部亀裂） 5 

0複旧

地震後直ちに動員体制をとり、地区腋圧撒および橋梁等の架管か所の巡

視点検を行った。一方、需要（使用）者からの連絡に対処するため、災害

対策本部を設罰し復旧班を糧成＊ 11月動体制に万全を期した。

また、地盤の変動によるガス導符に被害を受けた数か所はやガスの供給

停止をし復旧に努め5月28日まで條理、復旧を終えた。なお、 5月29日から

31日まで最終点検としてポーリング検査等臭共調在を実施された，

復旧作業嬰只は、東部ガス現地社貝72人のほか、他支社から36人、それ

に現地関連会社120人の応援をもとに復旧作業が実施され、 5月31日の延べ

人員は1,183人となった D さらに、住民に対する呼びかけには、 5月26• 27 
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日の両日、広報車 2台を出し、復旧作業地区を対象に①供給停止のPRと
メーターコック 1別．lt（⑳当社社只が点検するまでのガス使用禁止を呼びかげ

た。

6.屯力施設の被曹状況

今回の地震は昼間であったことが、さいわいし停電による混乱は、ほと

んど見られなかった。秋田市内では、地震発生と同時に明間的なものであ

ったが14,000戸以上の住宅等で停電があった。しかし、夕方6時から9時→

ろまでには完全に復旧された。 ' 

なお｀配電設備関係では電柱の折損・沈下60件、傾斜430件、電線断洞

線（スパン） 380件、変圧器担傷傾斜544fl:、引込線フック抜け2,920件で

あった。

7.鼈気通信施設の被害と復旧

電気通信設備のうち局内設備は、耐震対策を譜じてあるため被害はわ

かであった。しかし、土木綿路設備については、地盤の不良か所とみら

るところで管路の沈下と浮上、電柱の沈下と（項斜があったものの、直接

信サービスに影帯を与えた故閃は軽徹であった。

秋田霞気通信部管内の禎害の原状復旧荻は約10億円、本複l日既は約2低

円の総額12億円が見込まれた。その披者状況と椴害額については次のとお

りである。
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通信設備の被害状況

（昭和58年6月20日現在）

区 分 主な被害設備 単位 秋 田

電柱損偲及び傾斜 本 686 
線 路

悴路ケープル損傷 スパン 88 

マンホ ル捐僅 個 14 2 

土 木 管 路 損 傷 延長畑／畑 11.1/3.7 
--

尊用橋、橋梁添架損傷 カ所 6 
ム、、

宅 内
引 込線損低 件 2,813 

霞話機等の損傷 個 363 

0復旧

地震発生後、電話の異常ふくそうが発生し、 26• 27日は一般呼出しを50

パーセントから90パーセント規制した。また、電話の故際は5月28日まで

にほとんど回復した．

今後の霰災時における課題としては、電柱、マンホール、管踏等の「砂

の液状化現象」の対策や改良継手などの新しい耐霰対策工法の導入をはじ

め、常話僻の蒋下防止が必要とされている。また、異常ふくそうの発生対

策としては、非営緊急通話登録者および爪要加入者の収容替え作業などを

急ぎ、非常時の通話の確保に努める必蔑があった、とされている E

8.交通施設の被害と復旧

秋田市交通局においては局舎、路線パス等にも異常はなかった c ただし、

運行踏線において道路が損壊したため2踏線の経路を変更して運行した。

国鉄関係については、秋田鉄道管理局管内のローカル線等が甚大な被害

をうけた。 z しかし、本市管内での被害は、秋操駅および秋田港限における

路盤の亀裂陥没があった程度にとどまっている。被害状況はつぎのとおり

である。
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列車運休状況（延本数）

奥羽本線 (5月26日～6月7日累計

部分運休を含む）

上・下別
下 り 1上 りI音,.

種別

旅 傑 笙S'J 
l□ 158 J16 

客 普 通 1:;2 155 307 

列 その他 19 20 39 

車 計 329 333 662 

貨物列車 292 299 591 

＾ F3 

計 621 632 1,253 

0復l日

本市管内の交通施設については、被害状況のところで述べたとおり、

とんど影評をうけていない。しかし、国鉄閃係について秋田鉄道管理局

は、地猿直後に管内全線区の列車を停止し、旅客および列車の状況を確

するとともに、踏線、橋梁、トンネル、架線などの点検を行った。

被害か所については、直ちに復旧作業に取り組み、被害の大きかった

能線も6月16日を最後に全而的に開通された。その他の開通日時は次の

おりである。
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I 内訳 1路蓋府有没 i箔 堤崩芸 i線路変状 1僑 1)よう i, トンネル I茉降場＇I土 留変状 I 号
線名 亀裂のり面 変状変状変状その他

ロ1

奥羽本線lt 13 9 6 1 , 26 ! 1i l 3 ー 1 I 9 V ! I 53 

羽越本線 l 7 I L 4 ！ i ！ I ! 11 

男鹿 線 I 5 ！ L 

， I l I 2 I I 16 
阿仁合線 i 1 ！ I 2 I : ！ ！ I 3 

五能線 I 26 ！ 11 
I 43 l 18 I 6 i 1 I 4 : 109 
i I 

caヽ）g：ili1女白 I I ！ 1 I ！ ！ ! I 1 
！ I ！ 

I 合．．• -計 1 52 17 85 18 6
 

8
 

7 t 193 

；；；； 列車の区間別開通日時

・奥羽本線 6/7 16:55開通

し|2 5/？6→←5/28→←6/7→←5/30→ ←5/28→し 5/26 → ← 5/26 →←5/27→1←5/26→ 1 

0:58 20:50 16:55 20:50 19:40 19:16 21:46 18:05 20:30 

! 1 I 

゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜ ゜秋 八 詠女 東 隠 大 弘 北 浪 大 津 -弓
郎 ムH己 ツ ノ 半ri• 寮 新軽

田 潟 岳 代 井 示当 焙 目̀U • 笠 岡 遵 城 太芯ド



9.文教施設の被害状況

今回の地霰により市立小学校では、大きな被害はなかったが、小学校

校巾28校、中学校16校巾12校がエキスパンション破損、校舎周リの地盤

下、外壁モルタルのはがれや亀裂、窓ガラスの破損等の被害があった。

社会教育施設においても、土椅公民俯の放送設備機描の例壊による被

のほか、東部、南部、西部の各公民館、それに大町の赤れんが郷」：館等

おいて外整のはがれや、建物の周りの陥没などの被害があった。しかし、

幸いにも大きな被雹になることなく、業務には支節が生じなかった。

体育施設については、庭球楊照明用鉄塔周りの地盤沈下や休脊館のガ

ス破損、野球櫻の二階側壁のひび割れ等があった。

なお、被害領は、学校施設閃係で40か所113,580千円、社会教育施設閃

係で 9か所5,888千円、体育施股関係で 5か所1,080千F]、総額は54か所1

0,548千円にのぽった。各学校の被害状況は次のとおりである。

文教施設の被害状況と被害額

0保戸野小学校 888千円

プール・シャワー給水管破損、屎休外壁破捐、給食室窓ガラス破損、

エキスパンモルタル直し、給水管・給水管ポイラー煙道等破・fn

〇築山小学校 5,659千円

渡り廊下沈下、渡り廊下エキスパン、プレイルームエキスパン、

不凍栓及び配管破損

0旭北小学校 47千円 （備品） 186千円

給排水陀破肌、休煎計1J)、石こう像②、整理戸棚①

0巾通小学校 1,160千円

玄関廻リエキスパン及びモルタル補條、昇降口床エキスパン、

渡り廊下エキスパン防火戸、プレイルーム沈下、排水管・油送管破損
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0旭南小学校 4,879千円

給水木管破肌及び麻架水槽廻り給水管破損やプール不陳止水栓、

給水管破損、プール砲裂

0牛島小学校 4,148千円

外壁・天井、給排水管破捐

0川尻小学校 89千円

歴休渡り廊下エキスパン、ガスメータ府傾き

0旭川小呼：校 29]千円 （備品） 30千I可

校含エキスパン、屋体外壁ハガレ、屈外便所戸，油送管、石こう像①

0上崎小学校 1,306千円 （備品） 86千円

北側校舎と管理棟の研目にクラック、展休外整破損、給排水管破損、

lt架（2)、プール循環返り管梱水

0祁約水小栄校 48千円

排：水管破捐

0広而小学校 7,597千円

校含エキスパン、渡り廊下沈下、犬走り沈下、プール傾き匝し、

プール排水管破損、油送管、ガス管破損

0日新小学校 8974千円

校舎エキスパン、柱型クラック、受水桐廻り給水管破捐、 ilhl'iM管破捐

0勝、,,.小栄校 3,434千円

給水管・油送管破損、プール循環水配管漏水損

0太平小学校 90千円 （備品） 30r•[Tj 

佼舎エキスパン、石こう1依(J)、プール給水管破狙

0外旭川小学校 ］,422千I!J

油配管危裂、受水槽周問地盤沈下
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0飯島小学校 162千円 （備品） 100千円

校舎エキスパン、プール給水管破損 カラーテレビ①

0下新城小学校 1,891千円

渡り廊下傾き、校舎エキスパン、土留破肌、 ill!配符不凍栓破損、

歴休外壁ハガレ

0浜田小学校

幣転機(J)

（備品） 206千円

0仁井田小学校 5,770千円

廊下床沈下、外整モルタルハガレ、天井見切緑、エキスパン破損、

飛休軒天ハガレ、｝ミ走沈下

0四ッ小展小学校

排水桝沈下

125千円

0上北手小学校 2,452千円

中水送水管、屋内給水管破損

0下北手小学校 5,082千円

校舎エキスパン、校舎廻り地盤沈下、測溝破阻

0下浜小学校 27千円

プール設備破肌

0八田小学校 918千円

建物翅り沈下、 小屈破肌、 illIl賄プロック壁破担、水槽管破損、

油梢ガスポンベ匝傾き

0金足西小学校 85千円

ルーフドレーン破肌

0八橋小学校 2,020千円 （備品） 20千円

渡リ廊下接合部破肌、エキスパンドレンパイプ破損、 illI陀管亀裂、

グランド」沿’I、I]時溝沈下、プール給水管破1:{l、スケール1t架虚I

油槽ガスボンベ／煎傾き
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0 東小学校 3,172千円

間仕切り、プール機械寮傾き、犬走り沈下、油洩れ、水氾竹破捐、

プール給水管破損

（）泉小学校 371千l'l

校舎エキスパン、油削管亀裂

0大住小学校 93千円

プール設備、便描破損
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0秋田東中学校 1,086千円

各渡り廊下エキスパンジョイント破肌、鉄骨校舎パーテーション

thi送忙l'--J'-Jレ対げk竹叶放fn

0秋田南中学校 1,590 r-r1 （備品） 286千円

ォーパーヘットスクリーン、鉄骨校舎パーテーション破損、

正酉昇降[1娼リ地裳沈下、測溝取付排水桝沈下、土堺模刑沈＇凡

薬品戸棚破捐、休重計破捐、スピーカー破狙

0111王巾学校 l6,735千円 ｛備品） 270f•Fl 

腎理棟～特別枚室棟渡り廊下沈下、管理棟～特別枚室棟エキスパン

イント直し、玄I舟床沈下、昇l硲口出入ロサッシュ破損、油送管、

給水管破捐、石こう像破損｛贔カラーテレビ破肌、 OHP破担

0上悶rI1'学校 !0,033千円

各棟エキスパンジョイント破損、外壁モルタル破机、プー

0秋田四巾学校 536千円

壁・床破捐、外整モルタル割れ、プール循環管敦狙

0外旭川中学校 l, 11 1千円 （備品） 380 f l'] 

物罰小屈晶礎殷机、集じん機門杓傾き、排水管散損、拡声憫破損、

OHP敵担

0秋田北巾学校 2,685千円 （備品） 60千円

屈外窓ガラス破肌、屎休プレース破肌、尻休外壁破肌、校舎外欺敵

石こう f附破担⑫）

0」：新城r[1学校 ] 0 7 丁•Iり

プール1胴訊1破肌

0翌岩巾学校 l, 007千111

油送管砲裂
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0城南巾学校 16,848千円

附休床沈下、屈休渡り廊下・床・壁・天井破狙、給水竹・iIII送竹砲翌、

プール給排水管・循開管破捐

OJ}［東中学校 5,208 l-l'l 

各渡り廊下エキスパンジョイント破肌、校舎廻り地盤沈下、

白転車岡渇卸褒、給水管・排水竹・排水桝・油送符破損、鼻プール給水管、

シャワー紛水管破損

〇泉巾学校 700千円

油送管砲裂、プール給水管破損

小 吾

n
(401交） 113,580•千円
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0上崎公民館 I, :J49千円

休育館放送槻撒破机、階殴・談話室内漿外墜危裂、休育館北側内敗モル

タル砲裂、休育館東側通踏内墜モルタル亀裂

0西部公民館 470千Pl

休育館危裂補作、 2階和室・ホール階段．•宿直室・使所砲袈補修、

犬走リモルタルf(¥,多！

0東部公民館 1,451千円

建物廻り地整沈F、2回廊下亀裂、便所タイル砲裂、

内収破捐、建物外壁鼈裂、休育館土台一部陥没

0南部公民館 140千円

ホール、実晋室、階段の壁・床危裂、 1・2階の内壁抱裂、

外部コンクリート取り離

0手形州人こども文府 78千円

ガラス破肌

0土隣婦人こども文）屯

整・天井砲裂

0大町婦人こども文廊

アルミ製Iiil仕切り破肌

107千円

384千円

0赤れんが館 1,760千円

外4屏附閃、 21年『）｛，i・ド内墜破損

0大森山少年の家 149千円

tl'i.'，＜栓IIl給水竹訓水、 1木ff館渡リ廊下璧f0裂、外部剥離

小 ↓”" 
(9カ,[,Jr) 5,888'F-Pl 
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0陸上競技喝 ． 170千円

プロンズ像座台破肌

0庭排球男 6:10千円

社dl]！照り131;fftJ甚蘭訊II分閥P揺枕；1て

C.)クラプハウス 83千円

外便所プロック破損

0球技男 85千円

狼水桝破捐

0硬式野球J:り 112千円

lll杵女子便所給水竹破in

小 f
"
 

(5か所） 1,080千Fl

合 f
4
"
 

(54か所） 120,548千円

l O.民生施股の被古状況

市立の保脊所では10か所のうち、 3か所で被害があった。特に地整が軟

朋なところにある1i：く内保育所は、建物），’ifりの地盤が約20センチメートルほ

ど陥没し、内外墜が砲裂した。このほか川尻、泉保育所の建物に被害があ

った。 （別表・保育施設の被害状況のとおり）

また、保育児にはけがや屯故はなかったが、午後から帰宅させるよう保

書／fに迎絡をした。老人いこいの家などの福祉施設は弗いにも h侶Ifしまなか

った。

市立秋田怜合病院においては、薬品が棚から落ちたり、哨耗品等の破1Jl

があった程度で大ホにいたらなかったほか、外来・入院息行などにもし子と

んど事故がなかった，＇
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保育施設の被宵状況

1 1．泊抑施間の被害状況

ごみ処理施閥守し尿処理施設には直接的な披害はなかったが、

処理易において工業Ill水排水管に愈裂が生じたほか、飯島し

気槽の競（ふた）が10枚蒋下し、敵担する被害があったサ

1 2.屈林業施設の被害と復111

股業施設の被害は、各地峡で発生した。拷水慨をはじめ、ため池、

股業用道路の倣lft、紐裂、陥龍が目立ったぐまた、水[[lにおいて流

依による耕地の変動による被害や、罪き苗による水稲に対する祓宵など

あった。そのほか、農業介即において1.II積みした米俵が！机れ、側壁を

する他害があった t9

林業関係では、林道の法崩れ、上砂iMれなどによる訥古と木炭船釜

井が落下したほか1(1袈する他官が発生した。

なお、 9）1支宵割では、店業用施設が46か所383,887千F]、林煎が5

千ド］、さらに農業介叶'(保管米1,690千円`lkm埋没、水．「叡）｝？ク伯披'i『

ヘクタール、 2,600T•F] などを合わせて 389,150千円に及んだ。

0復ll1

股地、 1農業J廿施設では、 48地区のうち44地区が、地震災による

(1） hわビを受けた 0

が 83~ 



復旧工事に当たっては、 42地区を58年度復旧とし、残る 2地区について

は、 59年度で復旧工事を実施した。なお、国廊補助については、高率補助

の特別捐四を受ける申請をし、 11足地85.9パーセント、施設関係91.5パーセ

ントの補助率となった。股業被害状況、殷業用施設の被害状況、林道被害

の状況、典地・農業施設の復旧状況は次のとおりである。
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農業被害状況

被害数盆 地区名 被 害 内 容

農業倉庫 3棟 飯島・外旭川 米俵崩れ 20,166袋、側壁欠落 28面

淫苗、植直し I 26ha 1追分ほか全地域 1水田に波が発生、波にもまれて植付けた苗が浮きあがった

耕地変動 TI 6.0HA/ha 仁井田・新中島 地盤隆起、土砂噴出、稲苗埋没、水田lha

50戸 仁井田・中新田＇水田 0.5ha、地盤陥没

農家住宅 I 1裸 1飯島 I家屋傾斜

そ＇ガラス温室 I 1棟
1I 上新城五十丁

基礎に亀裂2ヶ所

他の II l鶏卵破損 II 
30kg 旭川・添川 落下による破卵

8
5
 

林業被害の状況

施設名 被災箇所 被 害 状 況

道川林道 上新城 亀裂

松原林道 旭川 法くずれ

谷山林道 太平 石積

金滝山林道 仁別 法くずれ

居使作業道 且早U右山 l土砂くずれ

木の実園管理遊 破損

木炭釜 ーロ外 5箇壁＿き芸翌下 2箇所、亀裂 2箇所

農業用施設の被害状況



農業用施設の被害状況

地区名 工種 被害状況 地区名エ種 被 害 状 況 地区名 エ旦；被害状況

登岩
揚水機

取水施設諜岸 仁井田！水路矢板護岩倒壊 仁井田
道路

かん没

前 郷 送水管破損 目長田 ，1 目長田

金足III 1送水管破損 金足 I
＂ 

コンクリート水路 太平 1 II 
土砂崩壊

堀 内 ¢350m/lll 4ヶ処 岩瀬 700X 700亀裂 新山 I 

□ 岩＂瀬 i

I ¢ 20;m/llJ 4ヶ処
” UF800破損

豊岩「I 
” ” 

II 

中島
II 

下刈，

” 岩 II瀬 I1 目地破損 飯島 かん没及び亀裂

” ” ” <{, 350m/m 2ヶ処 盛エかん没 水尻 i 

” 
I I'i'40~~/m 

下新城 I I UF950破損 上北手 1
II 

” ＂ 
19 

9l 青崎 荒巻

86 

” 
I "'35；田／m ｀地 1

BF1200かん没 下新城

I 
” II ” II 

浦山 及び隆起 下谷地

下 浜 I I余水吐かん没 側壁決かい

I 
” 両地覆

長浜ため池 ” 橋



農地・農業施設の復旧状況

項目 市 営 の 事 業
市が補助金を交付及び

計
費用負担した事業

工種
国の援助

その他
国の援助

その他 地 区数 事業哭
事 業 事 業

I 
3地区 2地区 I 5地区

農 地 4,180千円 I 975千円 5,155千円

| I 3地区 5地区 13地区

水 路 45,256千円 160,410千円 I 205,666千円

I 4地区 I， 
3地区 1地区 8地区

道 路 17,250千円 665千円 350千円 18,265千円

87 

1地区 I 1地区 2地区

頭首工 9,849千円 922千円 10,771千円

9地区 7地区 16地区

揚水機 74,930千円 11,785千円 86,715千円

3地区
| 

1地区 4地区

ため池 I i 36,564千円 962千円 37,526千円l 

1 28地区 iI 3地区 16地区 i 1地区 48地区

計 l 188,029千円 665千円 174,442千円 962千円 I 364,o9s千円



1 3.消防施設の被害状況

消防施設被害のうち庁舎関係の被害は、内壁・外壁の亀裂、車廊の床亀

裂、建物周囲の地盤沈下等であり、直接的に業務に支障をきたすものはな

かった岱しかし、水利施設のうち地下式防火水槽に亀裂ができて本格的補

修を要するものが、 20立方メートル以上の公設地下式防火水槽 279碁の

うち3甚あった。

また、水道本管の破損で一時期使用不能となった消火栓は｀公設消火栓

1,973基のうち247基であったが、地震当日の午後8時までに215基、翌27日

には11基、さらに5月30日の午後5時までには、残り 21基が水道管の復旧と

ともに使用可能となった。この期間巾、これら地成に火災のなかったこと

が幸いであった。消防施設の被害状況は次のとおりである。
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消防施設の被害状況

種別 場 所 I 被 害 状 況

1庁舎関係 l秋田消防署 車庫床き裂、車庫前面一部沈下

” 秋田消防署保戸野出張所 車庫前地下埋設防火水椿周囲沈下

” ” 庁舎裏地盤沈下
II I土崎消防署 庁舎内壁、外壁き裂

” l土崎消防署将軍野出張所 庁舎内壁き裂
II I ” I事務室、会議室床き裂

” 城東消防署 車庫前測溝沈下

” II 庁舎東側地盤沈下及び隆起

” II 庁舎西側地盤き裂

” ' ” 危険物地下タンク周囲沈下ヽ

89 

防火水槽 下新城上子友 周囲地盤沈下

” 上新城道川字宮ノ下 I ” 
” 仁井田目長田 ” 
” 土崎南小学校校庭 I木体き裂漏水(Sl6.4.25設置319m')
II 土埼小学校襄 ” (S17.6.20設置l29rr0 

” 下北手桜三丁目 ” (S39.11. 20設置20rri')

” 金足片田字刈又120 周囲地盤沈下
II 泉字三獄根（天認寺〉 I II I 

避難標識 千秋公園入口 脚部沈下倒壊



〇災害即報・災害確定報告書

県知事に提出する秋田市の災害即報・災害確定報告啓 (7月11日12時

現在・殻終報告）は、次のとおりである。
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災苔即報
災苦虚淀報芭

語町村名

皆

芸
7

扱

舎

臨音
区分 1 漿

員ェ
全

9
1
 

9（が沼、

戸噂破唄冒

土声在
禄

ヒ浸水愕

閃
派I 分

茉環lド冨

学＇

叙田 市 区．．分装習

涼凌終 報す肖．公忠薗棟 3f{¢回）夕和(92沢）

＂使棟ヂ C芯．加）印(7←}

(7 月、＇／已這琺）ー冦•噸 ha ヽ (5ク）和、0シ，紛

冒］こ
逗 路1抵？紅俗．紆）

喬 Lj．よう閂，← 39＄ゎ

加仰）I贋くず

｀ 
一
鉄道不

座鰈I隻Iぶ（表む

臼

区 分 嵌 古日 循 考
公江文孜挺設百 /／3,.f}0 1．災習恕璃酋
襄応炉4粒包設苔 ぶ”‘・gん9 愈多平、年
公哭エ木施設名 鉗3．釘‘?

2災習茫担祖日
その他の公究墜 苫 6双、．“
Ilヽ 言r 千円 A ぷヽ，佑ム？

奇夕坪勺:,,6a

磁施段矮群珂諏器 3．災習疇既兄 I 
襄鹿被習 香 f、サ’°

1科噂伍梃よるそ 杯走殺宮 千白

畜産被害 名
水産啜詈 ギ戸

の
尚工殺晋 音み，I必7'クIn 4．消防戦問鋭銅：沢況
•K ば ， 6, ＂‘3 ,..もれ、 4 ,,.,, 靖火，行杯疇吋鰭＜
佳次府良名 1 ＆れ心／9←O 災屯脊希奇

但 非4王女吃1(＂， ヰ .t,y、0. -:::;.次，’ 
グ'-,,~7 夕屁 ． 99,、m9

その 他 垢

殺唱総額 孟£.“f、クf6 5．その他

i >名称釈呼鵡繹紐 訳崚次攻禎知

Iバ99月畔餌ゼ
果設置 仁月みi甘Iぶみi蒔 I応 37?千円力‘ら
暦肖耳荻 7月ぷ日？丘9日手 39仔舷°千丹 ,-:ii号丘l氏

消荷職貝幽誕人数 人 よかP

消防匠］員此西と人改 人 タみ3



v. 救援活動の概要

1.災害弔慰金の支給

今回の地震によって、秋田市内では3人の死者がでた。その原因は雄物

川河口で5人乗りの釣り船が大油波のため転覆し、 1人が遺休で収容され、

1人が行方不明となって37日後の7月2日に遺体で発見された。残る 1人はデ

パート屋上の広告塔の倒壊によって、その下敷きとなって死亡したもので

ある。秋田市においては、この 3人の死亡者に対し「災害弔慰金の支給等

にOOする法律」 （昭和48年法律第82号）及び「災害弔慰金の支給等に関す

る法律施行令」 （昭和48年政令第374号）の規定に基づき、 「秋田市災害弔

慰金の支給等に関する条例」 （昭和49年12月26日秋田市条例第32号）の第

5条「災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が

死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることと

なる者の生計を主として、維持していた場合にあっては300万円とし、そ

の他の場合にあっては150万円とする。」によって災害弔慰金を次のとお

り支給した。

◎生計を主として維持していた者が死亡の場合

300万円 x2人（市域内死亡者） ＝600万円

300万円 x2人（市域外死亡者） ＝600万円

（市域外＝男鹿市、能代市）

＠その他の者が死亡の場合

150万円 Xl人（市域内死亡者） ＝150万円

の計1,350万円を支給した。これには国、県、当該市の負担区分が法律で

明示されており、国が2分の1、県が4分の1、当該市が4分の1の割合での負

担となっている。

秋田市の災害弔慰金支給状況は、次のとおりである。
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災害弓慰金支給状況

＇氏名 年齢 朦業 住 所 原 因

加賀谷信子 48 主 婦 土崎港中央5丁目5-22 デパートの広告塔が倒壊〗

高橋文雄 36 会社員 新屋勝平町14-45 津波により釣船が固罰

高橋謙次郎 48 鉄工所経営 新屋勝平町3-26 99 

三沢 弘I48 I会社員 八橋大沼町1-23
男鹿で磯釣り中津波↓

れる

佐藤謙治I57 I会 社貝1金足片田字待入247 | 能波代に1襲位でわれる

2.災害礁登の状況

地裳発生後、数多くの全壊こ半壊あるいは一部損猥などの住宅被害が続出している

とが月らかになった。

そこで直ちに救護策を講じ、災害弔慰金を支給することにしたほか、災書見鑓金や：

膜措置をとった。

特に、秋田市扱護資金俊付措闘では、県が無利子で市に鉗付けし、それを返済期間

年（利率3パーセント）として、次のような内容をとっている。

(1)世帯主がおおむね1ヵ月以上療筏を要する負傷をした世帯

（イ）家財、住居の損害がない場合60万円

（口） 1/3以上家財の損害があり住居の損害がない楊合120万円

（ハ）住居が半壊した坦合l40万円

（二）住居が全壊した楊合180万円

(2)憔帯主に負傷がなくかつ次のいずれかに該当する場合

（イ）家財の損害がありかつ住居の損害がない湯合60万円

（口）住居が半壊した場合80万円

（ハ）住居が全聰した場合120万円く（二）を除く〉

（二）住居の全体が減失し、又はこれと同等と認める特別の邪情がある場合180

円;

最も被害の多かった住宅に対しては、住宅金礁公旗において災害復興住宅究金の釣

付けを行った。本件の受け付けには、建築住宅諜はもとより地裳相詢所においても行

~ 93” 



た。その費し付け内容は、次のとおりである。

◎災害復興住宅究金→住宅金榊公庫錢付

住宅建設730万まで偲璃25年5.05%)

個人住宅 住宅補修10万～360万 OO済10年5.05%)

13企 120面 個人住宅⑪t家も含む）住宅盤地典230万まで

（借家も含む） 住宅購買毀450万まで

門、塀の補修10万～360万

また、悶業土木関係の災害復旧事業については、次のとおりである。

(1)農業用施設の災害復旧で復旧事業喪がおおむね20万円以上のもの

国補助65%、市補助35%

(2)農地の災害復旧で復旧事業喪がおおむね20万円以上のもの

国補助50%、市補助50%

(3)上記以外で国の補助対象にならないもの (10万～20万円以下）

市補助50%、地元負担50%

さらに、中小企業なと涌工観光関係の融究制度は、次のとおりである。

◎災害復旧費金融資→商工組合中央金罪費付

災害復旧設備究金、運転衰金、貸付消iJll艮なし8.2%~8.9%

返済期間 (15年） （10年）

◎秋田県中小企業災害復旧登金釉登保証制度→商工会議所取扱

伶額県補助）

1）災叩企業設備饂、運輛紐 1,000万円以内6.7％以内

返済期間（101筍

◎激甚災害復旧融資保証制度→取扱金礁機関本・支店

「激甚災害」指定り災中小企業設備運転登金（個人・法人）8,000万円

以内金礁機関利率

返済期間 (5~1舷f.)

（今回の地霰対策に適用）

◎秋田県巾小企業体質強化礁究保証制度→取扱金礁機関本・支店

売上減少、赤字決符中小企業設備資金3,000万円以内

返済期間7年 6.9％以内

運転資金1,500万円以内返済期間碑i
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0災害附演の内容

被災住宅の復旧融究については、秋田市の糊液をはじめ、住宅金敵公匝の補修と

災害援護貸付等339件、総額7億9,363万円にのぼっている。 一方、商工会詢所扱い

県災害復旧資金の融究あっせんについては、 28件総額2億1,660万円となっている。

〔釉登制度（特別l限度保隙制度適用）〕

(1)秋田県中小企業災害復旧究金 窓口＝商工会議所

限度額： 1,000万円

返済機関： 10年以内暉闘1年）

利率：年6.7パーセント（保証料：全額補助）

＊り災証明を添付

(2)秋田県中小企業体質強化登金 窓口＝商工会詢所

0地域産業対策資金

種類 1限度額 1返済期間 1利 率 1保証料 1 備 考

設四資金

運転登金

三 り災証明
5年以内 6.9% I 0.88% I を添叶寸
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災害融資あっせん状況

融 資 種 別 融資件数 融資額 備 考

！全壊14件、 2,140万円

被災住宅復旧資金（秋 田 市） 53件 6,790万円 半壊39件、 4,650万円

（昭和58年9月30日完了）
; 

I補
修 分

災害復興住宅資金（住宅金謙公庫） 192 40,153 
（昭和59年3月31日現在）

建 叩奴 分

96 

） ” （ II 31 

I 
26,390 認定書交付件数45件

（昭和59年3月31日現在）

災害援護資金（市福祉部） 63 6,030 I （完了）

i中小企業災害復旧23件 15,020万円

県災害復旧費（商工会謙 所 ） 28 21,660 地域産業対策 6件 6,640万円

| （併用）

合 吾"T' 367 101,023 



糾麟 物査鬼府金の交｛疇

〇救援物究の受付と配分

日本海中部地震が、全国に報道されるや5月30日から全国の郵便局や国鉄の各凱を通

じて全国各地の人々から温かい心のこもった救扱物究が憐・りと寄せられた．そ(/)物資

は、ポンカレー、スープ、塩、玉ねぎなど食糧品のほか＂毛布、タオル、衣類、日用品

セット、照明僻具にも及んだ。なかでも衣頬（中古も含め）はダンポー）只翌10箱にも

達したまた、全国から寄せられた、まごころは4団体144人にも及んだ。その受付状況

は次のとおりである。
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(53.7.7現在）

工又 付 月 日 種 頬 数 墓 提 供 者 備 丑4 

6月1日～3日 日用品セット 340セット 日赤秋田県支部
6月4日～5日

全・半壊世帯へ配付

ボンカレー (30個入） 50ケース 6月2日

I} スープ (30個入） 30 ” 秋田県 支所、公民館を通じ配付

ジュース (15本入） 40 ” | Iその他新屋町内会へも

塩 340袋 6月4日～5日

II 日本専売公社秋田支店 全・半壊世帯へ配付

98 

タパコ 840箱 その他新屋町内会

（雄物川河口捜索隊）へも

毛布 440枚 日赤秋田県支部
6月4日～5日

II 

全・半壊世帯へ配付

6月6日 タオル 280枚 NHK秋田放送局 被災者へ配付

5月30日～6月18日 衣類
（ダンボール） 神戸市灘区森後町

市社会福祉協議会を通じ配付
130箱 杉本幸子 外69名

6月20日～7月4日 1I 衣類・ 180箱
北九州市博田区住吉5丁目

” 池田房子 外66名



乎又 付 月 日 種 頬 数 量 提 供 者 備 考

I夜具 2揃
福島市太田町

市社会福祉協議会を通じ配付6月4日～6月11日
飯田 1 .. 目 外1名

座布団
（ダンポール） 松江市外中原町

6月22日 ” 2箱 森喜久子 I 

6月3日 お茶 1箱
藻枝市公害交通課

” 清水錆二
.̀ i 

6月27日 Iせっけん 1箱
神戸市灘区水道筋

II 

青山信雄

99, 

玉ねぎ 1箱
岐阜県揖郡大野町

” ” 新川博巳

II 照明器具

釜石市只越町
6月30日 35セット ” 三好信彰 外

A ロ 計 15品 2,712件
4団体

144名



0見舞金の受付と配分

地霰被災が全国に報道されると、いち早く全国各地から普意あふれた見舞金が続々と

寄せられた。特に5月26日の当日には、東京上下水道設計（株）秋田支所偵如田博支所

長）から第1号の見舞金を受け付けし、以後同年11月10日まで115件、総額53,151,160円

のまごころが寄せられた。もちろん、この中には日本赤十字社秋田県支部、秋田県共同

募金会、 NHK秋田放送局、秋田魁新報社、 ABS秋田放送、 AKT秋田テレピなどを

通じて寄せられた大勢の市民の善意も含まれている。

その中には、 （株）秋田銀行、 （株）日立製作所の200万円をはじめ、山形ライオン

ズクラプの1,486,812円、東京芝浦電気（株）、鉄建建設（株）仙台支店、羽後銀行、

秋田相互銀行、富士電気製造（株）がそれぞれ100万円を寄せてくれた。

なお、その他の法外見舞金は次のとおりである。
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その他の法外見舞金

（単位円）

区 分 市社福協 日 赤 共 募 備 考

死 者

行 方 不 明

火 全 焼 5,000 毛布、日用品 タオル

災 半 焼 3,000 /I /I 

全壊・流出 5,000 II ” 
半 壊 3,000 

＂ ” 
床上浸水 2,000 ” 

II 

※借家人には市・県・社会福祉協議会の見舞金のみである。
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また、姉妹都市の喘陸太田市が100万円、‘常陸有緑I町村交流宜言の大子町が30万円、

金砂郷村が20万円、水府・里美村が各10万円、そして本年4月国際交流の姉妹都市提携

を行った西ドイツのプリヒタ・パッサウ市長から185,720円、同ハンプルク市のウタ・

ハ`ーン氏1万円など海の1句こうからも普意が寄せられた。

最終的には、全国の市役所関係が41件、各市の誠会関係19件、各商工会談所、各支部・

協会等が21件、会社等が12件などとなっている。

一方、見舞金の配付については、別表のとおりである力叩慰金は5月28• 29日配付し

た。また、市閲係の見舞金は6月3日～7月8日、 7月14日、 7月30日～8月5日に、そして県

見舞金は8月1日、 2日。義援金第一次は8月1日、 2日。第二次は12月12日、 13日にそれぞ

れ配付した。

災害凡鋸金の受付状況は次のとおりである。
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災害見舞金受付状況

番 受 付
氏 名 住 所 金 額

号 年月 日

1 58. 5. 26 
東京上下水道設計（株）

秋田市山王6丁目 1-1 50,000 

秋田支所支所長飛田 博

2 58. 5. 27 
東京芝浦電気（株）

取締役社長佐波正一
川峙市幸区堀川町 72 1,000,000 

3 I 58. 5. 28 I新潟 市長 若杉元喜 新混市西堀通 6-866 100,000 

,103, 

58. 5. 28 
新潟市市議会

100,000 4 11 

議長小山徳一

5 58. 5. 30 
常陸太田市商工会

常陸太田市中城町 3210 30,000 
会長武藤 彬

6 58. 5. 30 11日支本部下長水仙道台協市会長東北島地方野支部武 仙台市国分町3丁目7-1 30,000 

7 i 58. 5. 30 京 都市 長 今川正彦 京都市中京区寺町通御地上 3 200,000 

8 i 58. 5. 30 川崎市長 伊藤 三 郎 川崎市川崎区宮本町 1 500,000 

9 | 5ふ 5.30 千葉 市長 松井 旭 千葉市千葉港 1-1 200,000 

10 58. 5. 30 1大阪 市長 大島 清 大阪市北区中之島1丁目3-20 I 300,000 

11 58. 5. 31 柏 市 長 鈴木 異 柏市柏 5-10-1 10,000 



'番 1受 付

号 年月 日
氏 名 住 所 金 額

12 58. 5. 31 
柏市議会

柏市柏 5-10-1

I 
50,000 

民生経済常任委員会 I 

13 
I鉄建建設（株）仙台支店

58. 5. 31 取締役支店長間賀田和郎 仙台市本町3丁目4-15
I 

l, 000, 000 

14 58. 5. 31 名古屋市長本山政雄 名古屋市中区三の丸3丁目 1-1 200,000 

,104, 

15I , 58. 6. 1 
山形相互銀行

山形市籠町3丁目 2-3 300,000 
社長 澤井修一

秋田県市長会
秋田市山王1丁目 1-1 100,000 16 58. 6. 1 

会長 高田景次

17 5 8. 6. 1 福井市長 大武幸夫 福井市大手3丁目 10-1 ， 100,000 

18 58. 6. 1 神戸市長 宮綺辰雄 神戸市中央区加納町6丁目5-1 | 300,000 

1 9 | 58. 6. 1 I大和市 長 遠藤喜一 大和市下鶴間 2830-1 10,000 

20 58. 6. 1 
秋田銀行

秋田市山王3丁目 2-1 2,000,000 
取締役頭役井上了介

ナゴヤ・グラビヤ（株）
21 58. 6. 1 I 名古屋市西区東岸町2丁目 21 10,000 

社長 牧野政雄

22 58. 6. 2 世田谷区長大場啓二 世田谷区世田谷4丁目 21-27 200,000 



番 受 付

号 年月日
氏 名 住 所 金 額

23 58. 6. 2 
世田谷区識会

世田谷区世田谷4丁目 21-27 100,000 
議長山口 昭

24 58. 6. 2 宮古 市長 千田呉一 宮古市新川町 2-1 100,000 

25 58. 6. 2 東北市議会臨長会 秋田市山王1丁目1-1 40,000 
I 会長長谷川清美 I

26 58. 6. 2 広島 市長 荒木 武 広島市中区国泰寺町1丁目6-34 200,000 

,105, 

27 58. 6. 3 
羽後銀行

秋田市中通3丁目1-41 1,000,000 
頭役塩田雄次

秋田相互銀行
秋田市中通5丁目1-51 1,000,000 28 58. 6. 3 

社 長 片 野 顎 ー

29 58蟻ふ 3 北九州市長谷伍平 北九州市小倉北区城内 1-1 300,000 

30 1 I 58. 6. 

木鐸会会員一同 秋田市大町3丁目2-44

3 協働社大町ピル2F 66,6750 

会長升谷隆司 高田景次後扱会事務所内

? 1 58働 6. 5 常陸太田市長 武誤 彬 常陸太田市金井町 3690 1,000,000 

32 58. 6. 5 常陸太田市 小田金雄一 常陸太田市木崎一町 2066-1 50,000 



付

日
月

受

年

番

号

， 3 3 ＿ 5 8 ． 6 ． 

氏 名 住 所

,
1
0
6
,
 

1常陸太田市 l 
5 伊勢甚チ．T..ーン太田店従業員一同 常陸太田市金井町 1786 I 

代表三浦ひろみ

61 
1盛岡市織会、

． 盛岡市防 一識長千葉 正

6 
I山形市謡会

金 額

6
 

．

．

．

 

6

6

6

 

••• 8

8

8

 

5

5

5

 

―

―

 

4

5

6

 

3

3

3

 謡長

j丸 12-2
,,: I 

I 

設楽信也
山形市旅籠町2丁目3-35

5,300 

八戸市畿会

謡 長久 保沢 豊作
八戸市内丸1丁目 1-1

20,000 

20,000 

20,000 

6

7

 

ふ

ふ

ふ

氏

腿

菰

筵

筵

＿
~
~
 

3

7

3

8

3

9

4

0

 

秋田県市識会識長会

I 

61 
日本鉄管（株）

社長金尾

7 
全国市物件災害共済会

東北支部文部長島野

福島県西郷村役号

会長 三浦金吉
大曲市花菌町 1-1 30,000 

貴

武

商工観光課職貝ー同

東京都千代田区丸の内

仙台市国分町3丁目7-1

西白河郡大字熊倉字折口原 40

100,000 

200,000 

3,000 



番 又戸 付
氏 名 住 所 金 額

7 口 年月 日

41 58. 6. 7 
（株）手塚土建

社長手塚謹策
栃木県今市市皆掛 6-9 50,000 

42 58. 6. 8 登栄市長 石井耕一 新潟県登栄市葛塚 3197 100,000 

43 58. 6. s I市川市長 高橋国雄 千葉県市川市八幡1丁目 1-1 100,000 

44158. 6. 
東日本建設業保証（株）

東京都中央区八丁堀 2丁目 5-1， 100,000 
取 締役社長柴田達夫

,107, 

八千代市
千葉県入千代大和田新田 312-545 58. 6. ， 50,000 

特別職、管理戦一同
， 

＇ 46 58. 6. ， 中 嶋 信雄 浦和市白幡4丁目 20-1 3,000 

47 58. 6. ， 沢 田 神奈川県川脩市新丸子 5,000 

48 58. 6. 10 福岡市長 進藤一馬 福岡市中央区天神1丁目 8-1 200,000 

49 
6 I（株）日立製作所

58.. 10 代表取締役三田勝茂
東京都千代田区神田駿河台4丁目 6 2,000,000 

50 58. 6. 10 
秋田マイホーム（株）

会貝 同 1

秋田市山王2丁目 5-27 70,000 

58. 6. 10 
秋田マイホーム木材株式会社

69,000 51 ” 社員及び従業員一同

52 58. 6. 13 港北長野子供会 16,258 



番！受 付
氏

で＂ 年月日
名 住 所 金 額

53 58. 6. 13 
東北市長会会長

仙台市国分町3丁目 7-1 300,000 
仙台市長島野 武

54 58. 6. 16 
東京都千代田区

区長加藤清雄
東京都千代田区九段南1丁目6-11 100,000 

東京都千代田区諾会 I 
55 58. 6. 16 自由民主党謡員団 /I 100,000 

,108, 

監事長内田 茂

56 58. 6. 16 西脇聖鳳 一宮市浅野八刻 30 I 100,000 
57 58. 6. 16 海老名市長 佐藍 究 海老名市国分 155 10,000 

58 58. 6. 20 品川区長 多賀栄太郎 東京都品川区広町2丁目 1-36 50,000 

59 58. 6. 20 新宿区 長 山 本 克 忠 ，東京都新宿区歌舞伎町 154-1 I 100,000 

60 58. 6. 20 日建工業株式会社 仙台市二日町 1-23
取 締役社長加藤春男 1

100,000 

61 58. 6. 20 
全国市臨会議長会

東京都千代田区平河町2丁目4-2 30,000 
会長門田武雄

62 58. 6. 21 横須賀市長 横山和夫 横須賀市三春2丁目 1 50,000 
＇ 

63 58. 6. 22 中野島五月納税貯蓄組合 秋田市下新城中野字尾越 2 5,000 



番 受 付
氏 名 住 所 金 額

方口 年月 日

64 58. 6. 22 境 市 長 我堂武夫 大阪府境市南互町3-1 100,000 

65 58. 6. 22 I高石市長 浅野政雄 大阪府高石市加茂4丁目4-1 50,000 

66 58. 6. 22 久慈市長 久慈義昭 岩手県久慈市川綺町三地割8-1 100,000 

,109, 

I秋田市ケンネルクラプ

67 58. 6. 23 会 長竹内良知 秋田市濁川字堀尾田 61 20,000 

I 外役員一同

宮城県市議会議長会

68 58. 6. 24 仙台市市議長会会長 仙台市国分町3丁目 7-1

議会議長伊藤倉蔵

青森市議会
青森市中央1丁目 22-5

50,000 

議長落合長栄

69 ¥ 58. 6. 24 
鹿児島市消防局

鹿児島市山下町10-30 10,000 
消防長久保一夫

相模原市消防本部
相模原市中央二丁目 2-15

I 
10,000 70 58. 6. 24 

本部長門倉重春



1番 1受付 1 氏 名 1 住 所 金 額，
号年月日

71 I 1 58. 6. 2, •ぃい秋田市役所ラクビ一部 1市役所内
一丁山“い

部長高泉宏作

i 58彙 6.29 
秋田市役所ラクピ一部後援会 100,000 

II 

会長貝沼久世

72 58. 6. 29 
富士電気製造（株）

東京都千代田区1丁目 12-1
I 

社 長 阿 部 栄 夫 1,000,000 

,110, 

58彙 6書 29
富士電気製造（株）東北支部

仙台市一番町2丁目を32
公共 課課長尾形 清

73 58. 6. 30 中 村 秀一
大阪府寝屋川三井が立5丁目4

I 3,000 
99の205号

74 58. 6. 30 I山本 巳記子 東京都渋谷区宇日川町 16-1 1,000 

75 58. 7. 1 大子町長 宮田秀二郎 茨城県久慈郡大子町大字大子 866 300,000 

76 58. 7. 1 金砂郷村長 名崎 力 茨城県久慈郡金砂郷村大字高柿 137 200,000 

77 58. 7. 1 水府村長 菊 地 信 弘 茨城県久慈郡水府村大字町田 50-1 100,000 

78 58. 7. 1 里美村長 佐 川 治 平 茨城県久慈郡里美村大字大子 1653 100,000 

79 ! 58. 7. 21畠 山康彦 神奈川屎川綺市宮前区 365-21 5,000 

80 58. 7. 4 
浦安市議会

議長前田厭吉
千葉県浦安市猫実 1-1 20,000 



番 受 付
氏 名 住 所 I l 

ム皿 額
号 年月 日

81 58. 7. 8 太田区長 天野幸 東京都太田区中央2一丁目10-1 I 50,000 

82 58. 7. 8 
小原流秋田支部

代表新岡欣子
秋田市保戸野中町 2-30 I ： 100,000 

83 58. 7. 8 ウタ・ハーン
へ）ンマン．パルク通1)58

l ！ 10,000 
2,000ハンプルク市 73

•—• 

i ドクターエミール、プリヒタ

I 
84 58. 7. 8 パッサウ市長 西ドイツ 185,720 

8390 パッサウ市市役所

85 58. 7. 13 旭川市三主婦 旭川市 i 2, 000 

86 58. 7. 14 
東京都下水道局

東京都千代田区丸の内3丁目8-1 50,000 
局長 問片博之

87 58. 7. 14 
日本赤十字社秋田県支部

秋田市中通一丁目4-19
支部長佐々木喜久治

I 158, 7. 14 
NHK秋田放送局

幹 1秋田市山王一丁目 1-2
局長 鈴木

5, 651, 200 

i 158重 7.141 秋田県共同募金会
会長笹村ミヨ

秋田市中通一丁目4-19 J 



番 受 付 1

氏 名 I 住 所 I 金 額
・ロ芍 年月 日

158. 7. 15 秋田魁新報社 I 1I 秋田市大町一丁目 2-6
社長倉田儀一

88 1 I 58囀 7.15 
ABS秋田放送

秋田市山 目9-42 11,796,000 
社長工藤 浩

,112, 

I I I 5 8. 7. 1 5 
AKT秋田テレビ

秋田市八揺本町三丁目 2-14
社長中安正衛

I 7 l福島県市議会誌長会 福島県会津若松市東栄町 3-46 I I 
30,000 89 58.. 16 

宏会長川原

90158. 7. 18 武蔵野市長 土屋正忠 武蔵野市緑町2丁目 2-28 30,000 

91 58. 7. 18 文京区長 遠藤正則 東京都文京区春日町1丁目 16-21

58. 7. 18 
文京区畿会

100, 000 
＂ 臨長小里秋男

大子町赤十字奉仕団 茨城県久慈郡大子町大字大子 866
92 58. 7. 19 441,160 

委員長助川てる 大子町役場内

93 58書 7.26 
宮城県海老野市

市長 中間 俊 範
海老野市大字栗下 1292 150,000 



番 受 付
氏

方口 年月日
名 住 所 金 額

94 58. 7. 26 秋田県知事 秋田市山王4丁目1-1 9,372,000 

95 58. 7. 27 
東京都国分寺市議会

東京都国分寺市戸倉 1丁目6-1 10,000 
社会党国分寺市議団

96 58. 7. Z8 
静岡県加茂郡

松綺町議会
静岡県加茂郡松崎町宮内 304-1 10,000 

,113, 

97 58. 7. 28 
東京都葛飾区議会

東京都葛飾区立石5丁目 13-1 10,000 
自由民主党議員

98I 158. 7. 30 
東京都国分寺市戸倉

東京都国分寺市戸倉1丁目6-1 30,000 
自民党新政会長間田 勇

99 58. 7. 30 
米ロマサチューセッツサ

6,020 
アレン Gピックセン

100 58. 8. 1 出 ロ 苦子 北海道砂流郡日高町字日高 632 30,000 

101 58. 8. 3 
東京都中央区識会

東京都中央区築地1丁目 1-1---「―100,000
自由民主党

102 58. 8. 4 
幡いずみ会

茨城県常陸太田市幡町 1420 8,000 
稲田博

58. 8 • 5 
十和田工業高校 青森県十和田市大字

I 16,350 103 
校 長 大 矢 勝 美 三本記字下平 215-1



番 1受付
号年月日

氏 名 住 所 I 金 額

104158. 8. 15 
（株））レートホテル6万名

塩尻市広丘吉田 1009 I 30,000 
折竹 活 司

105＇ 1； 58. 8. 19 
全国高校総体

愛知県稲沢市重本町桜松 383 10,914 
稲沢市実行委貝会

106 58. 8. 23 泉南市福祉事務所 泉南市樽中 730 15,350 

107 58攀 8彎 23 泉南市老人クうプ迫合会 1泉南市樽中 730福祉事務所内 I 50, 000 

108. 58. 9. 8 山形ライオンズクラプ 山形権西村山郡河北町谷地甲 220 1,486,812 

1 09 | 58. 9. 13 民社党福島県連合会 郡山市細沼町 6-16 50,000 

1 1 0 i 58. 9. 1 6 群馬教区浄土宗音年会 前橋市千代田町3丁目3-24 I 137,391 

,114, 

111 58 9 27 盛岡市松園剣道スポーツ少年団 盛岡市松園二丁目 7-4 I 5,000 
..  代表者原田助七

I 20,000 I 112 58. 9. 27 栃木県塩原町議会
栃木県那須郡塩原町

大字下塩原 675-9

1日赤第二次配分 1 

I 
113 58. 10.31 （日赤、共募. NHK), I 3,314,000 

j 1141 58. 11. 8 県第二次配分 -1 
(ABS、AKT、さきがけ） I 2, 72Q, 700 

115 58. 11.10 
県社会福祉協誌会

秋田市中通一丁目4-19 200,000 
会長大黒屋栄一



見舞金・義援金配付状況

対 象
弔 慰 金 市見舞金 県見舞金

義 援 金
件 数 第一 次 第 次

死 亡 者
4人 3,000,000 

50,000 300,000 800,000 I 158,000 1人 1,500,000 

市 内 7人 30,000 138,800 37,000 
重傷者 能 代 3人 30,000 138,800 37,000 

1市 外 2人 99,672 27, 000 

壊
35戸 20,000 300,000 216,550 44,000 
1戸 300,000 

,115, 

半 壊
270戸 10,000 100,000 108,270 20,000 
28戸 100,000 

計 13,500,000 4,070,000 39,000,000 45,499,494 8,154,000 



4.税、手数料の戚免捐脳

市においては地磁による被災者に対し、市机使用料の減免措磁を購ずることにし

た＂そこで、 「広報あきた」や報道囮関を通じてPRを行う一方雫地設相談所において

その相談に応じた。

市民税の指趾は481件、税額7,630千円、固定資産税は2,043件、税額51,269千円、こ

のうち./.Ir業所分は145作税額26,276千円であふ国民健康保険税は、 12針牛税額9,289

千円である＂

なお、市税の減免屈け出の件数のうち、市民税の申請が2,174件で対象が481件となり、

1,698｛りが除かれ迄また、固定姿産税の申請が2,179件のうち対象が2,043件で136件が

除かれた，、さらに国民健康保険税では申請が15絆牛のうち、対象が129件で21件がioo万
円以上の所得があったり、被害が握微であったことから除かれている。

市税のは免措凪等の区分については次のとおりであり，一方市民税調定額及ぴ納視裟

務抒数、それぞれの減免状況は次のとおりである。
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市 税 の 減 免措 1莉等について

(!1/1！II6 8年

fK Ill 

災害により次の m由に該当する C ととな＾9た者 に 対 し て は 、 次 の 区 分 に よ り 軽 絃 し 又 は 免 餘 す る

日
ぼ
t
-

市 民 税 猿免割合

減

免

の

範

圃

I. 訥説義！月若が次に該当する場合。

・f 死亡した鳩合

a 琴Im豆磯定による生活I~肋を受ける CI: : 
ととなった者

9ヽ 閃；；なとなった場合 I十分の九

2. 住宅又は東財につ合災害9とより受けた 1月害の

金顛が、その住宅又は京財の価格の十分の三以上

であるもので、前年中の合II所得企訓の適用規定

により 1，g百万円以下の者について、次の区分によ

り軽減又は免除する．

イ 台 II所摺金訊 /Jl二百万円以下で i暉程度が•l·I 二分の一

分の三以上十分の五未溢のとき

ロ 合9t所得金訊が二百万円以下で1月古程度が+1全 ．部

分の五以上のとき

，、 合II所1狂 9lが三百万円以下で匹I訊が+| 1!!1分の一

分の三以上十分の五未満のとき

二 合ll'llllll金訊が三百Jiiり以下でllli!I!蹟＇が ・l・l二分の一

分の五以上のとき

中 合It所得金猜が三百万円を紐え阻官程度が＋1八分の一

分の三以上•I•分の五未湛のとき

ヘ 釘 1町 19金訊が三百万円を1Jlえ損害捏撹が＋ 1四分の一

分の石，以上のとき

1国民眈碩保険税

I. 災宮により1!!11f主および世帯に属する1皮保険者

の所育にかかる財査99つき、社大なin失を知た者

で砂区分により91減又は免怜する．

イ！恥瑾訊が十分のI＼以上の者 企 9It 

ロ in失の雌が!:分の六以上十分の八未満のも1十分の1向

ハ 損失の金訊が1分の四以上十分の六未i出の者 1分の埒訥

ニ ！〇失の金訊hii0分の二以上十分の四未湛のほ "B）の岬以Iり

固定責査税

1、土地

災也により地形を鉗じ、又は作土をIn1l!して宅

地又は翡地としてのIIl用価値を失った場合で、そ

の被害程度が次の区分1r.よるとき．

ィ 十分のI＼以上のとき

ロ 十分の六以上十分の1＼未満のとき

，、 十分の四以上十分の六未満のとき

二 十分の二以上十分の四来満のとき

2. 家屈

災賓により｛釦りを受け、家痰としての和1川伍傾

を失った1り合で、その1炭占程度が次の区分によると1.• 
き。

イ 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形

をとどめないと告又はIll日不能のと考

ロ 主嬰In滋部分が荘しく IDIJし、大修理を必災

とするlり合で、当絃京賊の価格の十分の六以．J:
の仙値を泣じたとき

，、 家屋、内墾｀外壁、建具等に1月儀を受け、居

住又は使用目的を著し<i且じた渇合で、当該家屈

の価格の十分の四以上の価値を枝じたとさ

二 内塁、錢等!Clllll・を受H、居仕又は使用目的

を10じ紐ii又は限せを必要とする堪合で｀当該

京屈の価格の •I・分の二以上の価値を“じたと g

3. II却資荘

償却資産1こついては家国の場合に印する．

一
納
悦
の
開
予

延
A

削
限
i

1. 規定された期限まて訥i1できないと認められる者に1』納fil限の延長が1!！められが （災宮』わから 2ヶ月以内）

＂＂＂＂＂ 

l 災宮を受け、 in説を一碕IC訥付又は訥入するととができないとIP.めると自は、申情にもとづき、 1

その面収を姐予することができる．

2、 閑予した期間内9CRit-1又はIIり入することができない理由があると認めるときは、更9Cl年の延長がてきる．

3x 改収の！8予をした/ij合、その期間に対応する8防）の延滞金を見除する。

i覇

採
i 1艮 災宵を受けた日以後1と到来する訥間ICおいて納I9jすべき当該年度の悦訊I<ついて西用する今

（注） 昭fu39年 II月7日自治府刃 II 9号によるmf駅次官通違
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0市民税

市民税脚定額及び納税義務者数

区 分 調 定 額 納税義務者数 摘 要

普通徴収 a,612,768,680日 37,060 県民税含む
~ ~ ~ ~ 

~ "‘ 

II （随時） 117,966,160 538 II 

特別徴収 9,281,534,840 68,614 ” 
退戦分離 203,839,730 l, 285 ” 
法人均等割 312,013,690 6,392 II 

法人税割 3,367,916,740. 2,852 ” ',  

分 I申請件数 I減免対象数 l減免税額 l備 考

人 2,174 481 

-1 18 ~ 

11,789,070 
県民税含む

4,159,070 



◎固定登産税

減免割合別件数（固定資産税）

土 地 家 屋 傲却究産 計

減免割合100笈 3件 46件 一件 49件

” 80尻 43 171 2 216 

＂ 60% 150 216 1 367 

I/ 40尻 192 433 625 

＂ 20% 389 397 786 

計 777 1,263 3 2,043 

市税の減免状況 (59.3.31現在）

税 目 減 免 件 数 減免 税 額

市 民 税 481件 7,630千円

普通徴収 231 2,666 
.......... ..,., ... ....... ..... .............. 

特別徴収 250 4,964 

固定資産税 2,043 51,269 

土 地 777 13,453 
............. ...................... ........... 

家 屋 1,263 36,629 
................ .... ・・・・・・・・・・・ ......... .... 

倍却資産 3 1,187 

小 計 2,524 58,899 

国民健康保険税 129 9,289 

ムロ 計 2,653 68,188 

※固定資産税のうち法人（市業所）は145件、 26,276千円

減免割合別件数（市民税） 減免割合 100% 7 9件

50% 223件

25% 1 0 5件

1 2. 5 % 74件

計 481件
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0諸証明の手数料免除

手数料の免除については、住民票関係が19件、印鑑登録関係が12件さらには資韮証明

29件、所得証明136{牛、課税証明8件、納税証明5件｀合計269件、免除額26,900円となっ

ている。なお、手数料は1件100円である。

税関係手数料免除状況、住民表•印鑑証明の手数料免除状況は次のとおりである。
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税関係手数料免除状況 (58.8.31現在）

L 証明区分
資産 所得 腺税 納税

月
証明 証 明 証明 証明

計

別 地区別

本 庁 15件 61件 4件 3件 83件

六 土崎支 所 3 5 

゜ ゜
8 

月 新屋支所 1 10 

゜ ゜
11 

計 19 76 4 3 102 

本 庁 3 28 2 

゜
33 

七 土筋支所

゜
1 

゜ ゜
1 

月 新屋 支所

゜
4 

゜ ゜
4 

計 3 33 2 

゜
38 

本 庁 4 23 1 2 30 

八 土 崎支所

゜
l 

゜ ゜
1 

月 新屋支 所 3 3 1 

゜
7 

計 7 27 2 2 38 

ムロ 計 29 136 8 5 178 

住民票•印鑑証明の手数料免除状況

区 分 件 数 枚 数

住民票（写し、記戟） 19件 33件

印 登録証交付 1 1 
}— 

登録証申請 71 132 

鑑 計 72 133 

＾ ロ

計 91 166 
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VI。市虚会箔叩Jの概翠

1.市謡会災害対策本部の設誼

市談会は、 5月28日急きょ各派会長会を開催し地挺被害の対応策を協議

するための「秋田市謡会災害対策本部」を設l筐した。本部は市議会事務局

に固き、議長、副議長、各会派の会長によって構成された。協議内容は次

のとおりである。

(1)秋田市災害対策本部との連挑について

(2) 誠員からの被害把握状況の通報連絡について

(3) 国、県に対する対応策について

(4)被害に対する市の救済賭制度について

(5) その他の必要事項について

◎秋田市謡会災害対策本部の構成

く本部長＞談長・長谷川清美

く構成貝 ＞副謡長・保坂直一

新政会会長・秋元保ー

社会党識貝団会長・加藤 茂

民 政 ク ラ プ 会 長 ・ 三浦茂孝

公明党秋田市誡会幹事長・高橋 功

日本共産党秋田市謡会議員団団長・杉 山 隆 一

2.市謡会全貝協談会

日本栴巾部地族の被害が秋田市内でも多発しているため、市識会は 5月

30日市役所正庁で市誠会全貝協誠会を開催した。甜田餓次市長、佐藤博之

収入役並びに関係部長から被害状況の報告を受けるとともに、その対策に

ついて活発な質疑が行われた。

く質疑＞

被害住宅に対する補修融資について

被害の大きかった新屋表町地区の道路、下水道の復旧見通しについて
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住宅被害の調査方法について

激甚災害の指定見通しについて

り災証明の発行について

3.市識会定例会の勁き

地震後初の議会は、 6月市議会定例会であった。会期は6月8日から6月

日までの15日間セあったが、一般質問は地僕災害対策に集中した。さら

9月、 11月においても一般質問が出ており、その質問骨子は次のとおり

ある。

く一般質問＞ （6月14日～15日）

被害の状況について

被害の復旧について

市民への対応、救済令助成措置について

国、限に対する要望と市長の対応について

防災計画と防災休制について

財政調竪衰金について

災害復旧に関する財政見通しについて

災害救助法の適用時期について

融究制度について

地筑・津波に対する認識の普及と避難訓練のあり方について

秋田溺の復旧見通しについて

一般住宅等の被害救済について

農業・中小企業者等の被害救済について

激甚災害指定と予鐸の関連について

災害の認定について

防災指導について

弔慰金等の支給条例及び法外援艘に関する内規の見直しについて

潜水隊の設置について

なお.6月市議会定例会における市長の説明要旨及び昭和57年6月識会と

昭和58年6月、 9月、 11月の各市議会定例会においても地虞関係の一般質問

があった。
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く市長説明要旨＞

昭和58年6月市議会定例会の開会にあたり、今議会提出の補正予算案等

につじて慨略説明申しあげ、ご審議をお願いいたすしだいであります，9

さて、提出案件の説明に入ります前に、去る5月26日発生いたしました

日本海中部地震の被害の状況とその対応について報告申しあげ、なおー屈

の災害後旧、被災者救済等の諸対策について引き続き努力すると共に、誠

会ならぴに市民各位のご協力をいただきたいと存じます。

ご承知のとおり、秋田沖の日本海を裳源地とするマグニチュード7.7の

地姦発生は北部日本海沿岸各所に大きな被害をもたらし、本市におきまし

ても死者3名、行方不明者2名の犠牲者を出し、一般住宅やビル、港湾施設、

迫路、上・下水道などにも多大な被害を与えました。

とくに、今回の徴災により亡くなられた方、ご家族の皆さんには謡貝各

位と共に心からお悔みを申しあげるしだいであります。

本市では、地殷発生後直ちに秋田市災害対策本部を設闘し、被災状況の

調査に当たると共に、民生安定のため地裳相談所の設置などにより迅速な

被災者救済対策に庁内あげて取り組み、さらに被害公共施設の応急措置、

向後における二次災害の発生防止についても万全を期してまいりました。

しかしながら6月6日現在までに判明の、市関係の施設だけを見ましても、

道路、橋りょう、上下水道、ガス施設などに総額約22億円の被害を確認い

たしており、また、全壊、半製の市民住宅は270戸にのぽり、 1日も早い復

旧に努めているところであり今後ともこれら対策に全力を傾注してまいり

ます。

なお、国、県に対しましても、特別交付税の増額配分、災害復旧事業の

予鉢枠の確保、各種制度資金の条件緩和、秋田港の早期復旧など引き続き

要請し、地緩災害対策の万全を期しておりますが、 5月31日には災害救助

法の適用を受けております。

また、被災後直ちに全国各地の市町村、各稲団体およぴ姉妹都市であり

ます閥州市、営陸太田市および友好関係を持つパッサウ市から激励の電報、

見舞金等の支扱を窃せられたご厭情に対し識会と共に感謝申しあげます。

（以下省略）
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4.地震に関する要望・意見書

6月市犠会定例会の開催中に議貝提出された議案第7号く地歴・律波防災

体制に関する意見書＞が、 6月22日原案どおり可決された。

さらに、 9月議会においては、同じく識案第9号く「日本海中部地裳」の

地震名の変更に関する意見害＞が、 9月21日原案どおり可決され、それぞ

れ関係機関へ送付された。

一方、 7月29日には、謡長名によってく日本海中部地震災害対策に関す

る要望書＞が、市議会の日本海中部地鍔災害対策特別委員会等によって

陳情された。

地震・津波防災体制に関する意見啓

秋田沖地震・津波被害については、日本海側住民の地猿と津波の予備知

識の欠如、気象庁や関係機関の下部機構への伝逹に問阻があったことが指

摘されている。

またすでに今回の場合、男鹿半島の異常隆起など、大地震の前兆と思わ

れる異常現象もキャッチされていて、当該地域は昭和 53年8月「特定観

測地域」に指定されていたにもかかわらず、有効な対策をとられないまま

推移したことも問題視されている。

よって政府は以上の認識に立って、速やかに次の措四を講ぜられるよう

強く要望する。

記

1.地震予知研究予算など防災投資を十分なものとすること。

1.地震観測の第一線である気象庁の測候所地裳プロバーの観測貝を気象

観測と兼戦とせず専門職とすること。

1.海底地震計の設腔や測地測最の繰り返しなど観測を強化し、

知のための観測体制部備など、あらゆる対策を講ずること。

1.防災に関する研究者、技術者、防災運動家などによって発足される

「防災情報センター」に対する大幅な財政的扱助を行うこと。

上記地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

昭和 58年6月22日

秋田市会識長 長谷川清美
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「日本i紺中部地裳」の地縦名の変更に関する意見甚

去る5月26日、秋田県能代沖100血、・深さ 10畑の海底で発生した大地裳と

大津波は主に秋田・青森両県の日本海沿岸市町村に大きな被害をもたらし

た。

現在、被害を受けた各市町村は全力を挙げて災害復旧に取り組むととも

に、今後の防災体制の充実、強化に努めているが、二度とこのような惨事

を繰り返さないよう地設に対する防災意識を麻揚させるためには、このた

びの地設の実態を明確に後世に伝えることが大切である。

しかるに、このたびの「日本海中部地盤」という名称では衷源地が漠然

としており、正しく維承されないおそれもあるので、過去の例にならって

「能代沖地炭」、 「秋田県沖地族」、 「秋田・肯森沖地痰」等のごとく地

名を冠して命名されるべきと考える。

よって、政府及び関係機関においては被害を受けた住民の心情を受けと

められ、防災について歴史的にも教訓として生かしていくために、適切な

地震名に変更されるよう強く要望する。

上記地方自治法第99条第2項の規定により意見粛を提出する。

昭和 58年 9月31日

秋田市誡会議長 長谷川消美

日本海中部地災災害対策に関する要望

昭和58年5月26日秋田県沖を裳源地として発生した日本海中部地媛は、

津波を伴い、多数の死低者を出し、一般住家をはじめ、公共施設等に甚大

な損害を与えている。

このため被災市としては、その復旧に最善の努力をしているが、公共施

設の災害復旧には多額の財政僻要を来すことから、国においては、次の事

項の実現方について特段のご高配を賜りますよう要望します。

くその 1>
1.公営ガス事業の災害復旧に対する市偵並びに補助等の助成対策に
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ついて

くその2>
1．災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく制度の緩和について

2.水道施設災害復旧の適用基準並びに補助範囲の拡大について

3.災害復旧時における上水道改良工事に対する補助について

くその3>
1.地震予知体制の整備促進について

2.秋田港の早期復旧について

昭和 58年 7月29日

秋田市議会議長 長谷川清美

5.日本海中部地震災害対策特別委貝会

6月22日、市議会定例会の最終日の本会議において、災害対策について

調査するため「日本海中部地震災害対策特別委貝会」を設阿すること

決された。委員は11名から成り、誂会の閉会巾も樅続して調査すること

なった。特別委貝会の構成メンパーは次のとおりである。

委貝 長秋元保―

副委員長菊地 達雄

委 員加賀屋 一郎、藤原敬介、高橋智徳

中泉

大塚

松之助、荻原長雄、新岡

隆一、須 磨 寅 之 助 、 佐 々 木

雅

茂

（以上12名）

特別委貝会の活動状況は次のとおりである。

第 1回 (6.22) 

正副委員長の互選について

第2回 (7.1) 

く報告事項〉

市議会の「秋田市議会災害対策本部」解散までの経緯

＜審議耶項〉

調査項目の設定について
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(1) 災害現場の確認

（イ）被害状況と措皿内容についての調査

（口）現場視察と市民要望の集約

（ハ）その他

(2) 災害対応策の検討

（イ）緊急時における災害対策本部の設皿

（口）救済、救助活動の問題点

（ハ）応急、復旧対策

（二）市民に対する広報活動

（ホ）その他

(3) 検討課題の集約

（イ）住民要求の取り扱い方

く口）対応する組織体制の腺備

（ハ）地展予知、予報に関する研究

（二）救済諸制度と防災対策の再検討

（ホ）地緩災害と市民及ぴ学童の避難訓練

（へ）その他

(4) 実行行動

（イ）新潟、仙台等先進都市の調査

（口）国・県に対する要望

（ハ）その他

第 3回 (7. 8) 

＜被災地視崇＞

新屋元町、新屋松美町、秋田港、下新城青崎・農業用水踏

＜咄識事項＞

今後の日程について

7月28日・ 29日の両日、関係省庁並ぴに県選出国会誠貝に対し陳情する

ことを決定した。

第4回

＜審議事項＞

(1) 新屋松美町地域地裳被害者の会から提出された要望に対する市当局

の対応について
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(2) 陳情項目について

(3) 陳情の班潤成及び日程について

第 5回 (8.12) 

地盤対応策の検討

（イ）災害対策本部の設闘及び災害時に対する議会の対応について

（口）津波情報と雄物川河口での遭難者について

（ハ）新屋松美町の住宅被害の原状と見通しについて

（二）復旧事業に対する被害査定の現状について

（ホ）市民に対する広報活動について

第6回 (8.24) 

＜審議事項＞

検討課題の集約

（イ）住民要求の取り扱い方について

地元に対する説明会について

集団移転と行政指導について

地質マッナについて

（口）災害に対する組織体制の竪備

住民の避難について

訓練、啓もうについて

（ハ）地震予知、予報に関する研究

県内の観測体制について

（二）救済諸制度と防災対策の再検討

被害の認定基準について

災害援護登金について

法外援護見舞金について

（ホ）地盤災害と市民及び学童の避難訓練

実行行動について

第7回 (10.11~,13) 

実行行動について

仙台市、静岡市を視察

第 8回 (10.15) 

＜哺誂事項＞
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調査報告習の取りまとめについて

（イ）視察結果の概要について

（口）新屋松美町の地質調査委貝会について

第9回 (10.31) 

＜審謡事項＞

意見の集約について、

第10回 (11.21) 

＜審議事項〉

調査報告粛の承認について

昭和58年12月市誡会定例会における災害対策特別委員長

(/)報告要旨（秋元保二委貝長）

（昭和58年12月5日）

日本海中部地裳災害対策特別委貝会に付託されております日本海中部地

設による災害対策についての調査につきまして、本委貝会における調査の

経過と結果のご報告を申し上げます。

本委貝会は6月定例会において設囲され、現在継続調査となっているも

のであり京すが、 6月22日の委員会における正副委員長の互選の結果、不

肖秋元保二が委貝長に、副委貝長には菊地達雄委貝が選任されたので、ま

ずご報告申し上げます。

次に、委貝会の活動状況について申し上げます。これまで、委貝会を 9

回開催いたしておりますが、被害の大きかった現地視察、災害復旧対策等

に関する関係行政庁への陳情、それに防災体制賂備都市の視察調査も行っ

ています。その調査の経過と結果については、お手元に配布いたしてあり

ます、日本海中部地痕災害対策特別委員会調査報告粛に詳細に述べており

ますので、この報告掛をもってご了承いただきたいと存じます。

なお、調査報告沓の中で、災害発生時における謡会の対応組紐の事項と

して、仮称「汰田市誠会災害対策会議」を設皿するよう提酋しております

が、これにつきましては、報告省に記載のとおり、議会のしかるべき機関

において協議の上、速やかに設四されますよう臨艮においてよろしくお取

り計らい願います。
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防災対策はこれで完全ということはないでありましょうし、特に地傑災

害については、今後の地震学の進歩、観測技術の進歩に待っところが多い

現状でありますので、本委員会が提言いたしました賭施策も、調査機関が

短かったこともあって、その一部にすぎないものになっております。また、

このことは、地震災害以外の各種災害対策についても同様であります＇し

たがいまして、議会といたしましては、今後とも、防災対策について稜極

的に取り組み、問題提起をしていく所存であります。一方．市当局におか

れましては、提言いたしておリます各事項の中には、国、 l店の防災計画と

の連絡調堅、さらには協力、援助を必要とするものも含まれておりますの

で、それとの腺合性を保ちながら、緊急度を勘案の上、萩極的、計画的に

防災対策の推進を図られるよう切望する次第であります。

なお、本委貝会は、 11月21日の委員会をもって、謡会から付託されまし

た日本海中部地震による災害対策についての調査を終了いたしましたので、

議長においてよろしくお取り計らいくださいますようお願いいたします。

最後になりましたが、委員会の運営に賜りました委貝各位並ぴに市当局

のご協力に対しまして、衷心より感謝を申し上げ、日本海中部地裳災害対

策特別委員会の報告を終わります。
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く参考〉

地緩アンケート調査

大地浪にあったとき住民はどのような行動を取ったのか、特に消火に対

する市民の行動を知ることは、二次災害として発生し大地裳を大裳災に変

える火災を防止するうえで極めて重要なことである。

行政は、これについて完壁な行動を住民に求めかつ期待している。秋田

市消防本部は、地震発生の翌日から市民に対し、無作為抽出で電話による

アンケート調査を行った。

その結果は、これまでに体験したこともない緩動の中で、完監ではない

にしても相当高く評価できる行動があり、地設即消火の思想が定消してき

ているものと判断される。

また、市民が音報のとり方は、パニック防止上重要であり載廊されたが、

大部分がテレビ、ラジオ等公共放送を活用していたことがわかった。

しかし、宮城県沖地盤では大地展に対して都市は弱いといわれ、都市賂

備に多くの危険が内包されている環境のなか、大揺れの際に家から外に飛

ぴ出すのは安全上好ましくない行動といわれているが、これに対するアン

ケート調査結果は41.2％が本震中に家から外に飛び出している。人間の心

理と恐怖心による行動であろうが今後の課題とされるところである。

アンケート調査の概要および結果は次のとおりである。

(1)一般家庭

ア目 的 地裳発生時における一般家庭の動行

イ実施日 昭和58年5月27日午前

ウ対象数 450世帯（秋田170、土綺150、城東130)

(2) 一般食盤

ア目 的 昼食時（地震発生時）にサラリーマンの利用する一般的食

幽の動行

イ実施日 昭和58年5月31日午後

ウ対象数 111世拙（秋田40、土崎31、城東40)

エ方法電話による無作為方式
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一般家庭地震アンケート

項 目 回 答 比率（％）

1・地震発生時に？

家の中にいた。 337 74.9 

家の外にいた． 101 22.4 

車の中にいた。 12 2.7 

2.地祭が終るまで？

家の中にいた。 198 58.8 

外に逃げた． 139 41.2 

車の中にいた。 5 41.7 

車の外にでた。 7 511.3 

3.火を使っていたのでは？

すぐ消した． 120 82.2 

気付いて消した。 22 15.1 

消さなかった。 4 2.7 

4.地震情報を？

テレビでとった。 257 57.C 

ラジオでとった。
:.s4o 上I＿ 40.0 

市の宜伝車 驀゚， 1 
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一般食盤地震アンケート

調 査 項 目 秋田 土崎 城東 合計 ％ 

1．地展を感じたときどうしましたか

（1)屈内にそのままいた 25 20 13 58 52 

(2)屋外に出た 15 11 27 53 48 
‘̂‘ 

2鴨地腰発生時火気使用していたと思

いますがとうしましたか

(1)すぐ消した 36 28 39 103 94 
""" 

(2)あとで気づいて消した 3 2 5 4 

(3) お客さんに言われて消した l 1 2 2 
し

(4)消さなかった

使用していなかった 1 1 

3.お客さんはどのように対応しましたか
トー' "~ 

(1)すぐに屋外に逃げた 27 14 28 69 66 

(2) そのまま屋内にいた 12 10 11 33 31 
I ぃ

(3) お客さんの一部又は全部がテープル
1 2 3 3 

の下などに入った

お客さんはいなかった 5 1 6 

4.ガス洩れがありましたか ヽ~

(1)あった 1 1 1 

(2) なかった 40 30 40 110 99 
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秋田県の災害菜計状況
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み

借り出したときは
噂は矢筋に保倖しましょうゎ
”ら●"" " •必ず期日を守りましょう。

•よごさないようにしましょう。
’'りあ

・折目をつけないようにしましょう。

•また貪しをやめましょう。

キハラ No, 14血
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